
◎議 長（菅 野 修 一 議員）

皆さん、おはようございます。

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。

本日の会議は、議事日程第７号によって進めます。

この際、申し上げます。尾花沢市ボランティア連絡

協議会より、議場内の写真撮影の許可願がありますの

で、議長において許可いたします。

日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 青野隆一議員、３番 鈴木由美子議員、

４番 土屋範晃議員、５番 鈴木清議員、６番 菅藤

昌己議員、７番 畑中和恵議員、11番 和田哲議員、

以上の７名であります。

発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力をお願いいたします。

まず、７番 畑中和恵議員の発言を許します。畑中

和恵議員。

〔７番 畑中和恵 議員 登壇〕

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

おはようございます。令和６年度12月定例会、通告

にしたがい一般質問をさせていただきます。

初めに、移動市役所での期日前投票の今後について

です。第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所

裁判官国民審査で、本市初の移動市役所での期日前投

票が行われました。山形県内におきましても、移動式

の期日前投票所の導入は初めてということで、大変注

目を集めたようです。この移動市役所での期日前投票

は何ヵ所で行われたのか。また、利用人数の実績と利

用された方の反応はいかがでしたでしょうか。

また、投票率の向上と市民への利便性を考えた時に、

若年層への対応も必要ではないかと思います。今後は

そういった世代への対応をどのようにお考えかお伺い

いたします。

次に、徳良湖自然研修センターの活用についてです。

令和６年度の市長施政方針には、自然研修センターの

空調設備を整備し、利用者が使いやすくするとともに、

利用拡大に努めるとあります。芝生の整備も進んで、

景観もますます良くなってきている徳良湖周辺ですが、

令和４年度、５年度、６年度と設備を改修した徳良湖

自然研修センターの、これからの活用をどのようにお

考えかお伺いいたします。

また、尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関

する条例では、市民等の研修活動、交流事業に関する

ことを役割としております。今現在、どのくらい利用

があるのかお伺いいたします。

最後に、令和９年度開校の統合小学校についてです。

建設工事実施設計についての概要は、令和５年度７月

から統合小学校建設だよりの発行、建設事業説明会の

開催などで、詳しく周知されるよう配慮なさっていま

すが、開校した際の通学路及びスクールゾーンなどは、

どのようにお考えかお伺いいたします。

併せて、開校に伴い、市道Ⅰ－26号線の交通量の変

化も予測されます。スクールバスの運行、学童保育の

保護者のお迎えなどで、今よりも交通量が増えた際の

道路の安全性や、冬期間においては、歩道が雪の壁に

覆われてしまうことで、児童や歩行者への安全面が危

惧されます。

また、インターロッキングの構造上、段差が多くな

り、歩行者、自転車の運転の際に大変危ない箇所もあ

ります。統合小学校は子どもたちだけではなく、地域

の方々にも大切な交流の場となると思っております。

市民の皆さんが安心して通行できる道路整備が必要で

はないかと思いますが、今後どのような対応をお考え

かお伺いいたします。

以上、質問席からの質問とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

畑中議員からは大きく３つのご質問をいただきまし

た。なお、１つ目の質問の詳細につきましては、選挙

管理委員会から、３つ目の詳細につきましては、教育

委員会より答弁いただきます。

初めに、移動市役所を活用した取り組みの１つであ

る期日前投票についてお答えをいたします。

移動市役所は今年度から本格的に稼働している行政

機能を搭載した自動車であります。車両の機動性を活

かしたさまざまな用途での活用が可能であり、情報通

信機器を搭載してネットワーク化したことで、市内の

どこに住んでいても公平な行政サービスを受けられる

仕組みを構築しております。本市には現在34ヵ所の投

票所がありますが、移動手段を持たない市民にとりま

しては、投票所までの移動が課題とされているようで

あります。今回、移動市役所の利用が可能となったこ

とから、選挙管理委員会と連携して期日前投票を実施

したところであります。県内初の試みでもあったため、

当日はメディアからの取材も多く、テレビや新聞を見
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た市民の方々からの反響も大きく、移動市役所を活用

する事業については、大変期待されているものと、あ

らためて認識したところであります。

なお、移動市役所を活用した期日前投票の詳細や今

後については、選挙管理委員会から回答をいただきま

す。

次に、徳良湖自然研修センターの活用について、お

答えいたします。

徳良湖周辺施設については、地域における産業及び

観光の振興と住民の福祉向上、健康維持を図るため施

設を設置しており、議員仰せの徳良湖自然研修センタ

ーについては、市民などの研修活動や交流事業に関す

ることを主な役割として設置しております。

初めに、徳良湖自然研修センターの利用状況につい

てでありますが、コロナ禍前の平成26年度から平成30

年度までの５ヵ年を平均いたしますと、宿泊者は約

720人、日帰り利用は約230人となっております。次に、

コロナ禍を含む令和元年度から令和５年度を平均いた

しますと、宿泊者が約260人、日帰り利用は約130人と

なっているようであります。また、そのうち市民の

方々の利用につきましては、３割程度となっておりま

す。

利用者の傾向といたしましては、企業の研修のほか、

児童生徒が参加する合宿や学年行事などが多いようで

ありますので、令和３年３月に環境省で策定いたしま

した熱中症対策行動計画等に則して、令和５年度から

の２ヵ年で、全館のエアコン整備も実施してきたとこ

ろであります。

また、感染症の流行や多発する災害を経て、パソコ

ンやスマートフォンを用いたデータ通信の環境は、電

気や水道のように生活に欠かせないものとなってきた

ものと認識しております。そのため本市におきまして

も、さまざまな機器を無線でインターネットに接続で

きるようにする公共無線ＬＡＮの整備を進めてきてお

りますが、当該施設においても令和４年度に整備を図

ったところであります。この取り組みにより、徳良湖

自然研修センターは、利用者に選ばれる安心で快適な

滞在環境を有するものとなり、今後は快適な環境の中

で、ＩＣＴを活用したミーティングや勉強の場、企業

と連携した研修交流やワーケーションなど、さらに利

用の幅が広がるものと期待しております。一方で、市

民の方々の中には、夏に暑さを我慢して利用していた

イメージもまだ残っておられるため、施設環境の整備

状況についても周知していく考えであります。併せて、

今まで利用が少なかった若者が集える場所としても積

極的に活用されるよう、指定管理者と連携しながら利

用促進に取り組んでまいります。具体的には、利用時

間や利用に係る申請や許可等についても、実態に合っ

たものなのか再度検証していきたいと考えております。

最後に、市道Ⅰ－26号線の冬期間を中心とした安全

対策について回答を申し上げます。

市道Ⅰ－26号線は、上町の十字路を始点とし、悠美

館、花笠ニュータウンの前をとおり、県道鶴子尾花沢

線までの延長約1.2㎞の市道であります。

冬期間の除雪については、道路部は除雪ドーザ、歩

道部は小型ロータリでの除雪を実施しております。そ

れにより、道路と歩道との間に雪が集積されるため、

雪壁が発生しやすく、通行車両から歩行者や他の車両

を視認しづらくなることもある場所だと認識しており

ます。市では、雪壁が安全な通行に支障をきたす高さ

に達する前に、排雪作業を実施するよう、主に交差点

付近の雪壁の高さには細心の注意を払っております。

しかしながら、連日の大雪により危険な高さに達して

しまうこともありますので、市民の方々へ注意を促し

安全確保に努めていただいている状況にあります。

令和９年度には統合小学校が開校するため、周辺の

交差点や見通しの悪い箇所を、今後２年間かけて事前

に点検して、開校以降の冬の安全確保に備えていく考

えであります。

今後とも、市内にある道路と歩道の点検に注力する

とともに、通学路につきましては、関係課及び関係機

関と連携しながら、安全点検を合同で実施するなどし、

１年を通した歩行者や車両が安全に通行できるよう維

持管理に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

私からは、移動市役所による期日前投票の実績と今

後についてお答えいたします。

移動市役所による期日前投票は市役所から離れた場

所に住む有権者の利便性を高め、投票率の向上につな

げていくため、10月の衆議院議員総選挙の際に、本市

や県内において初めての取り組みとして実施いたしま

した。

初めに、実績についてですが、今回の選挙は準備期

間が極めて短かく、市民への周知についても短期間で

の実施となってしまいましたが、そんな中でも、移動

市役所を活用した期日前投票につきましては、各メデ

ィアに取り上げていただいたこともあり、玉野、常盤、
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福原、宮沢の４つの地区公民館の前で受付を行い、合

わせて67名の方から利用していただきました。投票を

済ませた方にご意見をお聞きしましたところ、「市役

所に行かなくても期日前投票ができるのは大変便利」

や「家の近くなのでエプロン姿で気軽に出かけられ

る」といった声をいただいており、利用された方々か

らは大変喜ばれたものと感じております。

次に、投票率の向上に向けた今後の取り組みについ

てお答えいたします。

今回の本市の衆議院議員選挙小選挙区の投票率は、

全体では69.11％でしたが、10代は48.37％、20代は

45.1％と若年層の投票率が、ほかの年代と比べ低い結

果となりました。本市における若年層への対策として

は、地元高校への出前講座の実施や成人式の際に選挙

啓発パンフレットの配布を実施しておりますが、子ど

ものころから選挙の意義や重要性への意識を醸成して

いくことも大切であると考えておりますので、機会を

捉えて小中学生への出前講座なども検討してまいりま

す。

このたび、移動市役所での期日前に来られた方は、

８割以上が60代以上の方でした。今後は若年層をはじ

め、幅広い年代の市民の皆様から利用していただける

よう、人が集まる場所での実施など、より効果的な方

法について選挙管理委員会で十分検討してまいります。

今後も投票率の向上を目指し、移動市役所の活用を含

め、さらに市民が投票しやすい環境の提供を図ってま

いります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

私のほうからは、統合小学校における通学路とスク

ールゾーンについてお答えを申し上げます。

初めに、通学路についてですが、一般的に通学路と

は、自宅から学校まで登下校時に使用する道路のこと

を言いまして、主に学校指定通学路のことを指してご

ざいます。学校指定通学路は、国で定める学校保健安

全法に基づき設定いたしますが、具体的には、徒歩通

学となる地区の子ども会等で通学班を編成していただ

き、学校へお申し出をいただきます。その後、その申

し出が妥当であるか学校で調査を行い、通学路の安全

性が確認された段階で、学校長が通学路として指定し

ているものでございます。そのため現段階で、地域や

保護者との話し合いを進められるものではなくて、ま

た教育委員会が主導して進めるものでもないため、学

校指定通学路に関する議論は、現状難しいと考えてご

ざいます。

なお、学校、警察署、県の北村山道路計画課、市民

税務課、建設課と合同で通学路点検を実施してござい

ますので、今後も継続して実施して、安全な通学路を

確保してまいりたいと考えてございます。

次に、スクールゾーンについてでありますけれども、

文部科学省交通安全業務計画、こちらのほうには、小

学校等の中心に半径500ｍを範囲とするスクールゾー

ンの設置及び定着化を積極的に推進すること、とされ

てございまして、道路交通法や交通安全対策基本法に

基づき、最終的には山形県の公安委員会が決定するこ

とになってございます。決定に際しましては、過去の

事故発生状況、車や歩行者の通行量、規制の影響を受

ける住民の意見、見通しや歩道の有無、また通学路の

設定など、綿密に調査することとなされているようで

す。統合小学校付近を考えますと、現在も安全に通学

路として利用されてございまして、また正門側道路に、

新たに歩道を設置する計画となってございますので、

スクールゾーンを設置していかなければならない箇所

は、現段階ではないものと考えてございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

それでは、私のほうから自席より再質問させていた

だきます。

移動市役所での期日前投票についての再質問をさせ

ていただきます。玉野地区、常盤地区、福原地区、宮

沢地区公民館４ヵ所でまた開催されて、利用された方

は67名ということと、また利用された方の年齢層８割

以上が60代以上とご答弁いただきました。喜んでいた

だけたことは本当に良かったと思います。今回の選挙

での期日前投票率と、前回の選挙での期日前投票率を

お伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

お答えいたします。今回の期日前投票率につきまし

ては32.2％、前回の期日前投票の投票率は27.9％でご

ざいます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

今回期日前投票率のほうが32.2％、また前回が期日

前投票率27.9％と今回上回ったことは、この移動市役

所での期日前投票の成果を感じることができるかと思
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います。ですが全体の投票率として前回70.59％、今

回は69.11％と下回っております。先ほど10代、20代

の若年層の本市の投票率もご答弁いただきましたけれ

ども、この若年層の方々は移動市役所での期日前投票

を利用できたのかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

お答えいたします。今回行いました移動市役所での

期日前投票は、平日の日中ということもございまして、

10代の方の投票はいらっしゃいませんでした。20代が

１名、30代が３名となっております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

この期日前投票のメリットとして、選挙期日と同じ

ように投票が可能で、選挙人、選挙事務執行側の負担

軽減と、両方に有益であると考えられます。今後さら

に全体の投票率を上げるためにも、若年層や子育て世

帯の方々にも、この移動市役所での期日前投票を利用

できるような、また投票しやすくなるような取り組み

として、今回のこの公民館だけではなく、市内のコン

ビニエンスストア、スーパーなどでも実施してはいか

がでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

移動期日前投票所をコンビニやスーパーに設置して

はどうかとのご質問ですけれども、買い物のついでに

投票ができれば、市民の方にとっては利便性が高まり

まして、投票率の向上につながっていくものと考えま

すので、今後選挙管理委員会の中で検討していきたい

と思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

ぜひ若い方々、忙しい子育て世帯の方々が、この移

動市役所を活用できるような方法を、これから取り組

んでいっていただきたいなと思っております。

また今回、公民館で利用された方の反応はとても良

かったとのことですけれども、一方では、公民館だけ

でなく、ひとり暮らしのお宅の近くまで来てくれると

もっと助かるという声も、市民の方からは今回ありま

した。選挙の性質上、お宅に伺うことは難しいかもし

れませんが、介護施設や通院の際の待ち時間に、この

投票できるような取り組みはないか、取り組みのお考

えはないかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

病院や老人ホームなどの施設では、県の選挙管理委

員会の指定を受けますと、施設内で不在者投票所を設

置することができまして、入院している方や入所して

いる方は施設内で不在者投票を行っていただくことが

できます。市内にあります尾花沢病院や長寿園、特別

養護老人ホームおばなざわや、よつば荘、ハイマート

福原につきましては、不在者投票のできる施設に指定

されておりますので、不在者投票の方法にはなるんで

すが、施設内で投票できるような体制をとっておりま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

それは介護施設に働いている方も、その投票は可能

なのでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

選挙管理委員会事務局長。

◎選挙管理委員会事務局長（永 沢 八重子 君）

不在者投票ができる方というのが決まっておりまし

て、それが仕事や旅行で滞在先が、尾花沢の方が滞在

先が別なところにあった場合であったり、入院先の病

院などに滞在している方ができる制度となっておりま

すので、施設の方については投票することはできない

です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

不在者投票ではなくて、要は移動市役所での期日前

投票という部分で、その働いている方々も移動市役所

を活用して、お仕事の合間の時間に期日前投票ができ

るのではないかなという、ちょっと質問だったんです

けれども、今のご説明で十分分かりましたので、今回、

公民館だけでしたけれども、次回はそういう介護施設

で働く方々とかにも、期日前投票ができるように、移

動市役所の活躍を期待しております。この移動市役所、

本当に皆さん、市民の皆さん期待しておりまして、11

月22日にありました宮沢地区での意見交換会の際にも、

デジタルに不慣れな方々に、このもっと移動市役所を

活用していただきたいという要望ございました。ご答

弁にもありましたけれども、本市の全ての世代に、さ
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らにこの移動市役所が、活躍できるよう引き続き取り

組んでいただきたいと思います。

それでは次に、徳良湖自然研修センターのほうの再

質問をさせていただきます。令和４年度、５年度、６

年度と施設整備と修繕が行われ、ご答弁にもありまし

たように、確かに快適な滞在環境になっておりました。

先日、私も施設内容を見させていただきました。昨年、

鍵が閉まっていて入れないこともありましたけれども、

工事が終了したからか、最近は入れるようになってお

りました。改修が終了してから施設利用方法に変更な

どはあったのかお伺いいたします。

また、この誰でも入れてしまう状態での管理、防犯

面はどのようにしているのかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。今議員のほうから２点ありまし

た。まず今回整備したことによっての利用上の変更点

というふうなことと、あと防犯上の管理体制の状況で

あります。

１点目、今回整備したことによって、今の利用状況

の点については変更はございません。今の利用のまま

で利用の幅が拡大していっているというような状況で

あります。

あとは防犯上の部分でありますけれども、こちらの

ほうは議員の皆さんもご存知のとおり、指定管理の施

設になっております。指定管理者の部分が株式会社尾

花沢市ふるさと振興公社になっております。仕様書の

中でも、防犯上の管理というふうなことで、開館する

場合と、閉める場合には、ちゃんと施錠を確認して管

理をしていくというようなことでなっておりますので、

その仕様に基づいて防犯上の、例えば施設の管理は公

社さんのほうで行っているものと理解しております。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

承知しました。この利用説明書の書類に記載されて

おります２階コワーキングスペースのみを利用された

市内の方が、どれくらいいたかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

コワーキングスペースというふうなことであります

けれども、こちらの部分については、具体的に公社さ

んのほうのチラシのほうで、コワーキングスペースと

いうふうなことで使っておりますが、具体的にコワー

キングスペースとして利用したかどうかの状況までは、

すいません把握してございません。ただ、企業のほう

の研修であったりとかというのが、先ほどの市長の答

弁のほうに、中にもありましたが、かなりありました

ので、その中で、例えばＷi－Ｆi環境が整っておりま

すので、そちらの使用をしている場合もあるのかなと

いうふうに捉えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

このホームページのほうを見てもですね、２階コワ

ーキングスペースの利用方法というものが全く見当た

りませんでした。ご答弁にもありましたように、ＩＣ

Ｔを活用したミーティングや勉強の場、ワーケーショ

ンで活用していただく際には、認知度と利便性がなけ

れば、利用の幅は今の時代に広がっていかないのでは

ないでしょうか。今回市民の利用実績を見ましても少

ないですし、この周知が不足していると感じると先ほ

どもございましたけれども、この自然研修センターが

快適に集える場所になったことを、市民にＰＲした実

績をお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

ＰＲという部分であります。こちらの研修センター

の部分については、４年度から、さまざまな整備を行

いまして、今年度途中で空調設備、３階の部分が終了

したというふうなところであります。周知の部分は、

やはり議員仰せのとおり、なかなかされていないのが

現状であります。こちらの部分については、指定管理

者とも連携しながら、市のホームページであったり、

あとはＳＮＳを活用しながら、市民だけではなくて、

広くやはりこういう活用の幅が広がっておりますとい

うふうなことで、周知を図っていきたいというふうに

考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

またこの施設利用料についても、令和元年より変わ

っていないままのようなのですが、この利用料という

ものが、日帰りの利用料というものが市民、特に若者

の利用を妨げている要因にはなっていないでしょうか。

隣のこの基幹集落センター、徳良湖こども広場「おが
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ぁ～れ」は、無料で遊べる屋内施設として、市内外か

らたくさんの方がいらしております。若い世代にとっ

て、無料で集える場所というのは、本当にありがたい

ものです。例えば今後、市民の日帰りの利用を無料に

するなどして、快適に集えることを皆さんに知ってい

ただく、そんな周知の方法があっても良いのではない

かと思いますが、いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。今広く無料にして開放してはと

いうふうなところであります。まず自然研修センター

の部分については、今現在、市内の中学生以下の使用

の部分については無料となっております。市内と市外

というふうなことで料金を差をつけていただいて、市

民の、市民などの交流の場という前提があります。そ

ういうふうな活用と、あとは学年行事であったりとか、

スポ少の活動であったりとか、さまざま事業の目的に

よっては減免の対象としながら、より使いやすくなる

ような状況でもありますので、今後ニーズ等も踏まえ

ながら、そういう部分については、ニーズを踏まえて

検討していく必要があるのかなと捉えております。以

上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

市長の施政方針にもございましたように、利用者が

使いやすく、利用拡大に努めていただきたくて、この

質問をしております。利用時間、利用に係る申請や許

可を今後検証していただくとありましたので、期待、

とても期待しております。まずは市民の皆様にこの自

然研修センターが使いやすく、集まりやすい場所にし

ていただきたいのと、高校生や大学生も気軽に集える

場所となるように、委託先の皆様とこれからも力を合

わせていっていただきたいと思います。

続きまして最後に、令和９年度開校統合小学校につ

いて、総合小学校の通学路とスクールゾーンについて

再質問させていただきます。先ほど通学路についての

ご答弁の中で、学校指定通学路に関する議論は現段階

では難しいといただきました。現在、統合小学校付近

は安全に通学路として利用されているとございました

が、尾花沢市通学路交通安全対策プログラムによると、

令和３年度にはサルナート前歩道のコンクリートが崩

れて舗装工事をしております。統合小学校開校後も子

どもたちが通ると思われる地域ですので、ほかにどこ

か修復したところなどないのかちょっと調べてみたと

ころ、この尾花沢市通学路交通安全対策プログラムと

いうものが、ホームページ上、令和４年度以降見当た

らなかったのですけれども、令和４年度以降、通学路

の安全点検や対策の改善に取り組んだ結果の公表は、

どこに載せているのかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

通学路点検の結果についてお答えします。毎年５月

に合同点検を実施いたしまして、それをですね改善に

つなげ、９月にもまた点検をして、県のほうに報告す

るというふうな形になっています。市独自では、市独

自でということではなくて、各関係機関と連携して行

っているということで、公表という形ではしていない

というのが実状でございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

こちらホームページ上、尾花沢市のホームページ上

では、平成27年から令和３年度までは毎回公表してお

ります。ちなみに村山市、東根もホームページ上で、

令和６年度まできちんと見ることができます。尾花沢

市だけ県に報告して、それが尾花沢市のホームページ

で載っていないというところに、私すごく不思議なも

のを感じたんですけれども、逆に言うと、村山市、東

根市は載せているけれども尾花沢市は載せてない。こ

ういうところに、ちょっと私、んっていうところで今

回この質問をさせていただいているんですけれども、

公表したほうが市民の皆さんも確認しやすいし、保護

者の方ももちろん、皆さん見やすいかと思うんですけ

れども、今現在載ってないということでよろしいでし

ょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

今現在載ってないというふうに捉えているんですが、

なおちょっと確認はしてみたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

こちらですね、令和３年度までを見れるやつを全部

見たんですけれども、このプログラムの中には、継続

的な通学路の安全確保のため、危険箇所について合同

点検、対策の検討、点検結果に基づく対策の実施、対
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策実施後の効果把握と改善を繰り返し実施とございま

す。また、併せて現状を正しく把握することが必要と

も記載されております。これを読んで本当にそうだな

と思いました。この通学路交通安全対策プログラムと

いうものを、毎年しっかり実施作成することで、国土

交通省のですね、交通安全対策補助制度の活用、この

補助期間などは令和４年から５年程度となっておりま

すので、そういったものの活用も可能かと思いますの

で、ぜひしっかり取り組んでいただきたかったので、

この質問をさせていただきました。こういった補助制

度を行う時に、条件、要件をしっかり満たしていない

と使えないことが多いかと思います。なので、この通

学路安全対策プログラム、ぜひ公表していただきたい

なと思っております。

次に、スクールゾーンの設置についてですが、子ど

もたちの目線で考えることが大切だと思っております。

教育長はこのスクールゾーンについては、どのような

お考えでしょうか。子どもたちの登下校における安全

密度の充実という意味では、いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

スクールゾーンにつきましては、うちの岸課長が答

弁、詳しく答弁しておりますが、特にですね、スクー

ルゾーンの設置につきましては、街路環境、それから

沿道環境、経路選択、安全活動という４つの視点に着

目して、道路の安全環境について現状を把握し、改善

等の具体的施策を実施していくことが重要になってき

ます。特に議員指摘の、子どもの目線に立って検討す

ることは、大変重要なことであるというふうに思って

おります。具体的にスクールゾーンになりますと、制

限時間帯に通行禁止にするのか、速度制限を行うのか、

標識を設置するのか、路上表示や色別の道路にするの

か、ミラーやガードレールを設けるのか、交通安全指

導のための立哨を行うのか、あるいは、子ども110番

登録店舗あるいは住宅を指定するのかなど、大切なこ

とは、具体的に子どもたちの安全を守るための施策を

重点的に集中させ、議員指摘のとおり、安全密度を高

めていくことが必要になってくると思います。スクー

ルゾーンの設置は、子どもたちの安全密度を、子ども

たちの安全密度を高めていくことだけでなく、地域の

安全密度を高めていくことになり、さらには地域住民

の身近な生活環境の安全密度を高めていくことにつな

がります。そして、安心安全な地域社会を作っていく

ための基本的な基準作りにつながっていくというふう

に考えております。このたびの統合小学校のスクール

ゾーン設置につきましては、現時点では必要な施策を

講じていくため、今のところ見合わせることになって

おりますが、今後については、子どもたちや地域住民

の安全密度を高めていくという視点では、絶えず、あ

るいは継続的にですね、考えていかなければならない

地域課題であり、重要な課題であると考えております。

以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

承知しました。このご答弁の中で、スクールゾーン

を設置していかなければならない箇所はないものと考

えています、というこのこちらの言葉にですね、すご

い不安を抱く保護者の方もいるのではないでしょうか。

通学路、スクールゾーンとともに、地域住民や保護者、

子どもたちの安心と安全を踏まえて考えていっていた

だきたいと思います。

それでは、次の２番目のほうに、再質問をさせてい

ただきます。インターロッキングのメリットとして、

雨水を地下へ戻し水溜りを防止して浸水を防ぐ。夏場

は照り返しが少なく、舗装の表面温度が上がりにくい

などございます。しかし本市のように豪雪地帯で、冬

期間に除雪の回数が多い地域では、ブロックの損傷も

しやすく、特に市道Ⅰ－26号線の歩道のインターロッ

キングが施されている箇所では、段差も増えておりま

す。車椅子の方でも安全に通れるよう、ある程度平坦

化、福祉対応型インターロッキングブロックを活用し

た歩道にするようなお考えはないかお伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

畑中議員が仰いますように、インターロッキングの

良い点など、さまざまあるところでございますけれど

も、豪雪地帯における、豪雪地帯であります本市にお

きましては、除雪の関係もありまして、維持管理に支

障をきたしている部分もあると認識しております。今

後どのようにして安全安心な環境に整えていくのか。

既存の機能を有しながらも、段差の少ないバリアフリ

ーに配慮したインターロッキングブロックですとか、

また平坦で歩行しやすい通常の舗装に変更していくな

ども含めまして、検討のほうをしていきたいと思いま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。
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◎７番（畑 中 和 恵 議員）

ありがとうございます。ぜひ安全な歩道にしていた

だけるように期待しております。山形県の通学路等に

おける児童等の安全確保に関する指針によりますと、

降雪期における見通しの確保とございます。冬期間の

本市においては、皆様もご存知のとおり、雪の壁が車

道と歩道の間にできてしまいます。この間、保護者の

方からも、冬期間、子どもの目線になった時に、信号

機が見えずに非常に怖かったとのお話もございました。

また、防犯の観点からも、歩行者が見えないというの

は危険でもあると思います。少しでも除雪しやすく、

車も歩行者も安心して通れる道路にしていただきたい

と思っております。尾花沢市の交通安全条例にもござ

いますけれども、第13条に、市長は一定の地域を交通

安全実施モデル地域に指定することができるともあり

ますので、ぜひ冬期の通学路もしっかりと点検をして

いただきまして、今後２年間、市民と子どもたちの安

全を、今後２年間しっかりと点検をしていただき、市

民と子どもたちの安全を確保するとお約束をいただい

たと思って良いでしょうか。市長よろしくお願いいた

します。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

先ほど教育長、担当課長のほうからもお話させてい

ただいたと思いますが、そしてまた私も冒頭ですね、

お答え申し上げたと思いますが、通学路Ⅰ－26号線に

関わらずですね、それから子どもたちの通学路は、や

はりしっかり安全確保していかなければいけない。ち

ょっと最初の質問に戻るのかもしれませんが、通学路

の安全点検プログラムというんでしょうか、公表され

ていないというようなお話があった点にも、ちょっと

触れさせていただければですね、やはり通学路は、安

全であるのが前提であります。したがいましてその中

で、例えば危険な場所が発生したり、もしくは想定で

きないようなことが起こりうるというようなことがあ

るんであれば、これはやはり市民の方々にもれなくお

話申し上げる、情報を共有するということがやはり必

要なんだろうと私も思います。一方で点検がですね、

年１回、例えば市民の方々もしくは生徒さん方々に何

か影響が出るようなものが出てくるんであれば、事前

にお知らせし、もしくは事後報告で、こういうことが

できて、こういうことがあったというようなことをお

知らせするということも必要なのかなというふうに思

います。いずれにせよ、通常通行している範囲におい

て特に危険もない、そして不具合もない、そういう予

想もないとするんであれば、安全が確保されていると

いうことで、通行していただければ問題ないんだろう

というふうに思います。ただその通学路とかというと

ころが、先ほど私の答弁にもあったかもしれませんが、

事前に学校長に申請をし、どういう通学路があるかと

いうことが、毎日通学している生徒さんには分かって

いても、周りの方々になかなか分からない。もしくは

ほかの地域の人が、どういう通学路があるか分からな

いというようなことがあれば、やはりお知らせして、

皆さんに共有させてもらうということは、必要なんだ

ろうというふうに思います。いずれにせよ、先ほどお

話申し上げたとおり、その皆さんに公表させていただ

く部分については、可能な範囲で公表してもらおうと

いうふうに思います。一方で、やはり冬場の、まして

やこれから新たにできる新小学校についても、どんな

状況になるかということは、本当にまだ未知の部分で

あります。とは言いながら、現状で、やはりこういう

ところが危ないんではないか。もしくは、ここは少し

迂回したほうが良いんじゃないかみたいなことは、今

時点でも分かると思いますんで、そういうところはこ

れから学校建設、建物の建設に併せて、そういうとこ

ろも併せて検討していくということは、当然やってい

かなければいけないと思いますんで、そこはしっかり

進めていきたいというふうに思います。

そしてまた雪壁、これは本当にここの、実はこの地

域の非常に大きい課題だと思います。近年においては、

できるだけ早急に、市民の方々からもいろいろ情報を

いただいて、排雪まで迅速にやっていくというような

ことで、できるだけ見通しを良くして、事故等の減少

に努めているというところであるんですが、今度、今

まで子どもさんが通っていないところでも、そういう

ものが結構出てくる可能性がありますんで、これから

学校が建つまでの間に、そういうところも含めてです

ね、先ほど申し上げた建築する時点での危険な箇所、

そして冬場の危険な箇所、両面からですね、しっかり

検証していきたいなというふうに思っています。いず

れにせよ、除雪体制については、ほかの市町村に自慢

できるような除雪になっていることは、私も常々、ほ

かの市長さんにもお話してます。それはもう皆さん同

じ意見で、「尾花沢はすごい」と。とは言いながらも、

まだまだやはりやっていかなきゃいけない部分があり

ますんで、そういうところはこれからしっかり対応し

て、安心安全に市民の皆様、子どもさん方、みんな暮

らしていけるようにやってまいります。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎７番（畑 中 和 恵 議員）

力強いご答弁ありがとうございました。以上で私か

らの一般質問を終了いたします。ご答弁ありがとうご

ざいました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、畑中和恵議員の質問を打ち切ります。

次に３番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴木

由美子議員。

〔３番 鈴木由美子 議員 登壇〕

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

鈴木由美子です。通告にしたがい、一般質問をいた

します。質問は大きく３項目ございます。

初めに催し物の実施スケジュール調整についてです。

市に企画を届け出したものや、行政で企画した行事の

スケジュールはどのように管理調整していらっしゃい

ますでしょうか。尾花沢市行事予定カレンダーを作成

してはどうでしょうか。３つ目に、年間スケジュール

を市民誰でも見えるようにし、庁舎内での情報共有が

しやすくしてはどうでしょうか。計画した行事に対し、

市民の関心や事業の効果を高め、市民の満足度向上に

つなげることが重要ではないでしょうか。また、各課

が常に連携して、行政事業の効率化を図れないでしょ

うか。

続きまして、回覧広報誌の冊子化についてです。１

つ目に、各地区公民館、小中学校、更女だよりなど、

市報以外の単体でのお知らせがございます。県の機関

からのお知らせなどを含めますと、10枚近くのお知ら

せ回覧をする月もございます。回覧の効果についてお

尋ねします。

２つ目に、単体で出される広報誌、いろいろなお知

らせでございますが、原稿提出の期限を設け、なるべ

く市報に取り入れるなどし、市民の配布の効率向上と

周知を深めれるようにしてはどうでしょうか。

最後に、学校給食と共同調理場についてです。建設

予定の統合小学校は、自校給食を計画していらっしゃ

いますが、今後どういったところに力を入れていかれ

るのでしょうか

２つ目に、統合小学校建設後の共同調理場の運営計

画など、方向性をどのようにお考えでしょうか。

以上になります。再質問の際は、自席にて行います

のでよろしくお願いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

鈴木由美子議員からは大きく３つのご質問をいただ

きました。私のほうからは１つ目と２つ目について答

弁させていただきます。３つ目につきましては教育委

員会より答弁いたします。

まず、催し物の実施スケジュール調整についてのご

質問にお答えを申し上げます。

初めに市に企画を届出したものの管理、調整の状況

でありますが、市以外の方が行う事業につきましては、

後援等の名義使用がある場合には、要綱に沿って申請

していただいており、窓口となる関係部署にて把握し

ている状況にあります。

次に、行事予定カレンダーの作成についてでありま

すが、現在市民の方々に配布しているカレンダーは

「家庭ごみ収集カレンダー」や、乳幼児健診や休日当

番医をお知らせする「尾花沢市すくすくカレンダー」

があります。行事予定の周知については、個別にお知

らせをしたり、毎月の市報でも掲載したりするなど、

丁寧な対応に努めておるところでございます。議員か

らは、年度ごとの行事やイベントを掲載したカレンダ

ーの制作についての提案と思われますが、例年実施し

ているイベント等については、事前に日付や回数を想

定し検討しておりますが、多くのイベントにつきまし

ては各総会にて日時等を決定しているものもあります。

そのため、行事やイベントについては、一概にカレン

ダー化できるものではないと考えております。また、

その行事等については、市で行う事業とともに、毎月

の定例課長会にて日時や事業内容を共有して、職員へ

も周知を図っておりますので、今後とも各課で連携し

てより効率的なイベント等の実施に努めてまいりたい

と考えております。

次に、市報と一緒に回覧している回覧文書等の冊子

化についてでありますが、本市では、市報おばなざわ

発行規則に則り、市民への情報発信の手段として市報

を発行しておりますが、この市報の発行の機会に併せ

てお知らせ文書を配布、または回覧させていただいて

おります。

初めに、回覧の効果についてでありますが、回覧板

の役割には、自治体や町内会が住民に情報を伝えるた

めの伝統的な手段であり、回覧板を回す過程において、

住民同士のコミュニケーションが生まれたり、地域の

絆が深まったりするという効果があると認識しており

ます。また、昨年の６月に区長の皆様へ、配布文書の

あり方についてアンケート調査を実施いたしましたが、
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その結果を見てみますと、月１回の配布となった市報

や回覧文書についての批判的なご意見はございません

でした。このことからも、回覧板は情報共有の手段と

して一定の効果があるものと認識しており、これまで

同様、継続して実施させていただいております。

議員からは、回覧文書等を冊子化し配布してはとの

ご意見でございますが、市民の皆様からは冊子化のよ

うな要望はいただいておりません。ただ、若年層を中

心に、「紙媒体に頼らず、デジタル技術やデジタルツ

ールを使った情報の共有も検討してほしい」というご

意見を多く頂戴しておりますので、紙の配布に対する

抵抗や回覧板を回すという手間も、もしかすると若年

層にはなじまないものとなってしまっている可能性が

あります。当面は、行政に関するものにつきましては、

極力市報に掲載するよう努めながら、紙や回覧板の代

わりになるツールの導入なども、近い将来検討しなけ

ればならないものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

鈴木議員からは、学校給食と共同調理場についての

ご質問でありますが、私からは統合小学校における学

校給食についてお答えいたします。

学校給食は学校給食法に則り実施されております。

同法第２条、学校給食の目標では、適切な栄養の摂取

による健康保持増進や、健全な食生活を営むことがで

きる判断力の育成、望ましい食習慣の確立などが定め

られています。このことを踏まえ、統合小学校におい

ても安全安心な食の提供、食育の充実に継続して取り

組んでいく考えです。

初めに、安全安心な食の提供につきましては、文部

科学省が定める学校給食衛生管理基準に合わせた施設

設備、調理の過程、衛生管理体制等に努めてまいりま

す。また、食材の納品規格を遵守しながら、事前に納

入される場合も想定し、しっかりとした保管設備を整

備する考えです。

続きまして、食育の充実につきましては、昼の放送

や給食だよりなどを通した、食材の栄養に関する理解

の促進、生活科や総合的な学習の時間などにおける地

域食材に関わる体験学習や、地産地消ウィークを通じ

て、心を育む学校給食週間の実施などを行っておりま

す。このような取り組みも継続して実施し、ふるさと

愛の醸成につながる食育を展開していく考えです。

また、統合小学校では、交流棟２階に調理室を設置

する計画であるため、これまでも実施してきた地元の

講師による、地域食材を使用した調理実習なども想定

しております。

統合小学校は自校給食でもありますので、さらにそ

のメリットを活かして、安心安全な食の提供及び食育

の充実に努めてまいります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長。

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

それでは私からは、共同調理場の運営計画について

お答えをさせていただきます。

初めに、令和９年４月に開校する統合小学校の調理

室の規模でありますけれども、こちらは開校当初の児

童数約440名、教職員約60名、合わせて500人分を想定

して調理室のほう設計してございます。そのため、中

学生とその教職員分までは、これまで同様、共同調理

場で調理して配送することになると思われます。

今後は、新たな中学校の校舎が建設が検討される際

に、共同調理場のあり方についても、児童生徒数など

を加味して再度検討がなされるものというふうに理解

してございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

初めに、催し物の実施スケジュールの調整について

でありますけれども、こちら以前にも一般質問の中で、

庁舎内で情報共有をしないと、重複した事業がありま

したということで、お伝えをしたつもりなんですけれ

ども、連携した事業で、そういったことを重複するよ

うなことをなくしたりするためにも、業務作業や予算

の効率化を図ってほしいというふうに申し上げたとこ

ろでございました。しかしながら、少し改善されたの

かなと思っていたんですが、やはり疑問に思うことが

最近ございましたので、今質問させていただくことに

しました。ご答弁の中には、窓口となる、例えばです

ね、一般市民とかボランティア団体さんとかが、市の

後援をいただいて、申請して、行事を行う、イベント

を行うということはございますけれども、そういった

ことを、申請した窓口となる関係部署にて、そういっ

たことは把握しているというお答えをいただいたんで

すけれども、実際本当にそうなんでしょうか。課長会

というのを毎月行っていらっしゃるというご答弁なん

ですけれども、本当に情報共有されているのでしょう

か。その１つの課だけで情報共有してだけじゃなくて、

全体的な把握も必要だと思っていたんですけれど、例
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えばこんなことありました。９月の末に、あるボラン

ティア団体、民間団体が社会教育課のほうの後援の申

請を受けて、自主、教育に関する自主上映会を開催い

たしました。その日は、同じ社会教育課で、竹あかり

の作成のワークショップも開催されておりました。そ

こで同じような時間帯に、後からまた、こども教育課

のほうで、統合小学校の建設説明会の行事を入れられ

ました。同じような、こども教育課、社会教育課であ

りますので、そこでまず情報共有がなっていたのかと

いうふうに大変疑問に思います。そういったこともご

ざいましたけれども、お話聞きますと、学校統合小学

校、統合小学校の説明会には30名ほどしか来なかった

というご報告を受けました。尾花沢市民年々少なくな

ってきておる中で、そういった大きな事業とか重なり

ますと、それぞれの事業に市民が分散するという。そ

れは、その選択の自由、市民の方の選択の自由という

のはあるんですけれども、市として本当に大事なこと

に対しては、多くの市民の人から集まっていただくと

いうことが目的にあるんじゃないかと思います。そう

いったところ、どういうふうになっているのか。市、

各課で企画したもの、大小さまざまあると思うんです

けれども、いつごろ、いつごろ計画して、そしてどこ

で全体的な把握、管理をされているのか。そして日程

調整のもととなるものは、どういったところにあるの

か、そういったところをお聞きしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

今実例も挙げていただき、ご迷惑、市民の方々にご

迷惑のかかった事案があったことに対しては、本当に

申し訳なく思います。一方でまずご質問のですね、各

課の情報共有がなされているかという話でありますが、

それは私が先ほど答弁した内容のとおりでありまして、

情報共有はされております。しかしながら、やはりそ

の時点時点において、例えば、スケジュールを組む中

で、中においても、どの時点でどういう団体が決めて

いくのか。もしくは行政だけで決めていけるものなの

か。そういうものによって全く内容も変わりますし、

時間も変わりますし、招集範囲も変わってくるという

のが現実であります。その中で、例えば大きい行事、

市民の方々が全員ですね、参加する、もしくは職員が

全員出向いていくというようなことであれば、これは

もうその司令塔である、例えば、もちろん私でも結構

ですけれど、私のほうで調整をするなんてことも、ひ

ょっとするとあるのかもしれません。ただ、おおよそ

の事業については、やっぱり参集範囲になられる対象

の方々もある程度限定されてきたり、もしくは時間帯

もずれてきたり、決定する時期も違ってきたり、そう

いうことが出てまいりますと、どうしても重複する部

分が出てくる可能性はあろうかと。限られた時間の中

で、限られたことをやろうとすれば、どうしても重複

するものは、やはり出てくるだろうと思います。そう

いうことのないように我々は、終始、朝から晩まで調

整しているものではあるんですが、どうしても水が漏

れてくる部分は、場合によっては出てきているのかも

しれません。そういう場合には、本当にそういうこと

がないように注意しておるところでありますが、ご迷

惑のかかった方がおられれば、本当に申し訳なく思っ

ておりますし、今後そういうことが、とにかく針の穴

も通さないような形になるように、我々も頑張ってま

いりたいというふうに思いますし、いずれにせよ、さ

まざまなものを使い、もちろん庁内のタブレット、も

しくはホームページ、パソコンですね、を使いながら、

常に情報共有はしておるんですが、もう一度そういう

ところの徹底を図ってまいりたいというふうに思いま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

９月のことに関しましては、私が言いたいことは、

市民が企画したもの、そういうことも、それは年間計

画の中には入ってなくて、突発的に起こることもある

と思いますけれども、映画というのは、１ヵ月、２ヵ

月前から企画するものではなくて、何ヵ月も前から企

画して申請していたものです。そういった申請が出た

時点で、市民の方の行事、そういった関心事に、ぜひ

市も関心を持っていただいて、いく必要があるんじゃ

ないかと思うところです。まして、９月の統合小学校

の説明会が追って発生したとなれば、その教育という

分野では、同じような方向性に向いていくものだった

かもしれませんので、そういったところはその民間団

体さんと協力し合って、相乗効果をもたらしながら、

やっていくという方法もあったんじゃないかと、少し

残念に思ったところです。

今市長のご答弁にありましたが、謝罪されたという

ことでありますが、そもそもが市で全体的な把握とい

うのは、結局なされてないということなんでしょうね。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）
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繰り返しで恐縮ですが、そのように努めていると申

し上げているわけで、そういうふうに我々はしている。

現時点でもそのなっているというふうに思っておりま

す。しかし、先ほども申し上げたとおり、中には、場

合によっては、漏れてくるものがあったとすれば、そ

ういうことのないようにして努めているというのが現

状の答えであります。

先ほどちょっとお答え申し上げる、お答えするのが

ちょっと１つ漏れてたように思うんですが、学校建設

の集まりの人数が30名だというお話でありましたが、

学校建設については、もう私もちょっと今、回数が何

回あったのか、ちょっと簡単に申し上げられないぐら

いの回数を経ております。おおよそ骨格の部分につい

ては、毎回だいたい同じような内容をお話申し上げる。

したがいまして、若干減ってきているということは、

市民の方々に相当浸透させていただいて、もちろん市

役所に入っていただいたすぐ見える場所にも、模型も

置いてありますし、さまざまな情報、インターネット

でも常に見れる体制になっております。したがいまし

て、説明会で少しずつ減ってきているとすれば、もう

たくさんの方々に周知、知っていただいているという

のが、おそらく現状ではないかというふうに思います。

もう１つ、先ほど効率化のお話がありました。効率

化とまさに水漏れ、水漏れではないんですけれど、情

報が漏れないようにするもの、これはなかなか相反す

るものであります。例えば先ほど、議員のほうから申

し出のあったような、全てが漏れなくしていくには、

例えば人数を増やして、もう専属の部署、そこを１つ

作るなんてことが仮にできるんであれば、そういうこ

とはひょっとすると可能かもしれません。しかしこれ

は効率化ではないんですね。効率にしていくというこ

とは、もう業務も見直しをし、もう今おおよその各課、

所掌している業務というのは、本当に複雑に絡み合っ

ているものであります。ちょっと私も10年前の組織ま

で、全て承知しているわけではないんですが、場合に

よっては単独の課がやっているものが今、分散してや

っている。業務の効率化をですね、まさにそういう視

点を、そういう考えを持ちつつ、そしてまた、先ほど

重複されるというお話ありましたが、我々は全く視点

は逆で、漏れないようにお伝えするのが我々の任務な

んですね。したがって、中には重複して仕事をしてし

まうこともあるのかもしれません。それはひとえに、

漏れないようにしているからこそ重なってくるという

ことがあるのかもしれません。いずれにせよその話も、

効率化と業務が頻繁に全て網羅していくということは

相反する部分があります。それを、そういうことがな

らないように、我々は日々効率化を求め、市民の方々

のサービスが漏れないことを前提に進んでいるという

ことをご承知いただければというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

私、民間の行事についてまで全部予定に入れろと言

っているわけではないです。全体的な予定に入れろと

言っているわけではないんですけれども、金山、まず

市でやる、市でやる行事については、まず、だいたい

毎年決まったことというのは、おありなんだと思うん

です。そういったことをまず念頭に置きながら、調整

されていくものかなと思ってるんですけれども、例え

ばですね、議長の許可を得ましたので、金山町に行っ

てまいりまして、金山町では行事予定カレンダーとい

うふうに、こういうふうな立派なカレンダー作ってら

っしゃいまして、こちら年度内に、もう今ごろですね、

今ごろ、まずは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

そして各地区の活動計画を把握するんだそうです。そ

してその次に町の事業を計画する、来年度、もう前倒

しで、ちゃんともう12月のうちにちゃんと計画を入れ

て作るんだそうです。12月、今頃からそういった調整

を始めまして、印刷までに何回も校正そして点検をし

ていただいて、そして３月末にはあの全戸に配布なる

という。よく見ますと、あの市の行事、例えば、尾花

沢市では尾花沢市すくすくカレンダー、Ａ２判以上で

すかね、大きいカレンダー毎年いただきますけれど、

そういった内容のこともこの１冊に書いてありますし、

あとは、すごいなと思ったのは、家庭ゴミのカレンダ

ーに、家庭ゴミの収集日も記入してあって、もちろん

市の大きな行事、小学校の入学式やら、保育園の入学

式、卒業式、金山高校の入学式、卒業式、さまざまで、

細かく言いますと、地区の総会とか、草刈り、草刈り

とかカド焼き大会、そういった細かいところまで網羅

していらっしゃいます。結局、ここまで徹底して計画

を前もってやるという、その意気込みを私は金山町に

感じた次第です。本市はいつ、そういった計画をスタ

ートし始めるのかというと、もしかして５月以降、人

事異動があって、４月に人事異動があって、その後動

き始めるのかなとはちょっと思っているところなんで

すけれども、金山の場合は、もう前倒しで３月、３月

末には、もうこういうのはできあがっているわけです

から、４月１日にはいくらあの人事異動あったとして

も、これでまず大きい計画に対しては、これで皆さん
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意思統一なっているということだと思います。私は町

民、町政一丸となって、計画的に１つの方向に進んで

いく。まずこれアナログかもしれませんけれども、そ

ういったツールなんだと思っています。これは大変職

員の方にとっても、これがないと、この大まかなまず、

これが土台があって、単発でさまざまなことが起きた

時に、この空いてるところ、入っていないところをめ

がけて調整するための、これがなくてはならない。１

つの課には２つも３つも貼ってあるんだそうです。あ

とは町民の方にも大変喜ばれているというお話でした。

尾花沢につきましては、この行事やイベントについ

て、一概にカレンダー化はできないというお答えでは

ありますけれども、金山町出身の教育長、なんで、な

んであの金山にはこういった計画ができて、尾花沢に

はできないのかという、そういったところはどういう

ふうにお感じでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

だいぶ前に私も金山町の住民だったわけでございま

すが、議員言われるとおり、だいぶ調整に難航しなが

ら、それを作っていたような記憶がございます。ただ

今現在は、やっぱりＳＮＳ等もございますので、併せ

てやはりどう考えていくのかということが、大事にな

ってくると思います。特に若者に関しましては、この

ＳＮＳのほうが見やすいとかですね、あとお年寄りの

方はやはりそういうカレンダーをしっかりと確認して

やっていくというふうなことをやっていると思われま

す。だいぶ私がいたのはもう20年も前でございますの

で、その当時は重宝して使っていたとは思います。し

かし今は、さらにいろんな行事が増えてきております

ので、それを作成する担当者も四苦八苦しているとい

うようなことも聞いたことがございます。

今後、情報がどんどん増えていきますので、そうい

うところにどう対応していくのかは、金山もあと尾花

沢も１つの課題ではあるというふうに思っております。

良い方法は、おそらく今時点でこういう方法というの

は出てくると思いますので、それはやはり関係者で議

論して、こういう方法がいいというふうなことの答え

を出していく必要があるとは思います。以上でござい

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

とにかくですね、計画的にやっていただきたいとい

うことです。あとはそれぞれの事業をなるべく把握し

て、市民がやっていることに対しましても、ぜひ興味

深く関心を持っていただくことが１番必要なのではな

いかなと思ったところです。

次の質問なんですけれども、回覧、広報誌の冊子化

ということで私挙げましたけれども、これは回覧の意

味のこのコミュニケーション、近隣の方とのコミュニ

ケーション、これはもちろんそのとおりだと思います。

しかし、回覧１枚、２枚ならいいんですけれども、10

枚も重なって、そして回覧のその、長くは置けません

から、１つのお宅に、次々渡さなくちゃいけないとい

うと、案外見れてないんですよ。そして家族何人かい

れば全員は見てません。実際私はこの前、秋の中学校

のリサイクル、あれ忘れてしまいました。回覧板でき

たからです。見てなかったんですね。見ないうちに回

っちゃったんです。そういうので、案外その時はたぶ

んリサイクルの量も少なかったんだと思います。実際

少なかったって仰ってましたので。そういったことも

あります。回覧の全部を全部冊子化にしろ、県の、山

形県のとか、警察さんとか、さまざまあるので、それ

を尾花沢市の予算で紙に、ちょっと冊子にしてくださ

いとも言えないんですけれども、できましたら、予算、

尾花沢市から配分になる予算ある施設や、あとは団体

さんのものに関しまして、その回覧以外でも、今月は

７枚ほど、市報のほかに、追加で紙が入っておりまし

た。中には商工観光課、さまざま、その市の中の関係

課のチラシも入ってございました。そういったものを

なるべくその市報に入れて、バラバラにですね、あの

紙を出す、出さないように統一できないかということ

なんですけれども、どうでしょうか。端的にお願いし

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

丁寧にご説明申し上げてます。はい。何の話だった

ですかね、冊子化ですね、枚数が多いということに対

するご批判なのかどうなのか、私も分かりませんが、

それぞれの紙にはそれぞれの意味があり、そして必要

だからこそ、お配りしているわけでありまして、単に

１枚の冊子になればいいというものではありません。

そしてまた、その紙もお配りさせていただいた中で、

それぞれの使い方もまたあるでしょう。個人で携行さ

れる方もあるでしょうし、どっかに持っていかれる場

合もあるでしょう。いずれにせよ、現時点で皆様方に

周知させる方法としては、そしてまた、その紙を提出
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していただく時期も、それぞれやはり皆さん、市民の

方々からお知らせするものであれば、その方々から出

てくる時期もそれぞれ違うでしょうし、いずれにせよ

必ずしもそれが冊子になってやっていくということに

は、なかなかつながっていかないということは、ご理

解いただけるんではないのかなと思います。一方で、

市報にも既に市報というものがあるわけですんで、そ

こに掲載できるものについては、極力、締め切り、場

合によっては、少し遅れたとしてもですね、載せられ

るものは極力載せて、月１回になったということもあ

るんでですね、そういう努力を我々もしておるし、職

員もみんなそういう意識でやっているというふうに私

は認識しております。したがいまして、今後、いずれ

にしても紙媒体がこれだけ増えてくると、特に若い

方々にとっては非常に見にくいということはあろうか

と思いますんで、今の時代、やはりデジタルでご覧に

なっていただけるような方法を探っていくのがやはり

大事なこと。そしてまたそれは早急にやらなければい

けないことのように思います。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

デジタル世代の方にとっては、これからどんどんデ

ジタルになる。それはもう私も諦めてますというか、

そういう感じなんですけれども、そういうふうに世の

中、そういうふうになって、ついていかなくちゃいけ

ないというふうに思っております。ただ、今、現状は

尾花沢市やはり高齢化が進んでおりますので、まだま

だ紙はなくせないのかなと思うところです。月、市報

が月１回になったんですけれど、区長さんが配達する

回数が１回になったということは、労力が軽減になっ

たものと思っております。ただし、その２回あった、

お知らせ版があった時と違いまして、後から追加にな

ってくる情報もいっぱいあって、なのでそういった紙

が次々と、市報のほかにも発生するのではないかと思

うんですけれども、そこはやはり、お知らせ版をなく

してしまったというところの無理があったのではない

かなと感じるところでもございます。

実際は区長さんの労力の軽減とか、あとはＳＤＧｓ

のゼロカーボンを目指した紙の削減を図るため、月１

回の市報としますということで始められたんですけれ

ども、ペーパーレス化というのは、なかなかやはり難

しいものだと思います。そして、結局月に１回の市報

の中に前倒しで情報を入れなければ、それを刷り上げ

ることできませんので、見ている方も、見るんですけ

れどもあまり早く情報を得ても、忘れる場合も大変あ

りまして、そういったことも市民の市政への関心が薄

れていく原因なのかなと思うところです。

とにかく今方向性として、市報を１回にしたと決め

たわけですから、なるべくその市報の中に情報を簡潔

にまとめられて、やられていただきたいと。追加で紙

をいっぱい出す、そういう方法ではなくて、やはりそ

れを数えますので、必ず人が数えれば数え間違いがあ

ります。足りるとか足りないとかと毎回そういうこと

が起きてます。なので、事前にちゃんと原稿の提出日

を決めていただいて、それを各公民館なり、さまざま

な予算を配分している団体さんに事情を説明していた

だいて、原稿の提出日を統一していただいて、１冊の

なるべく市報の中に一括して印刷する方法をとってい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

１点お断りさせていただきますが、先ほどもちょっ

と関連した話にはなったと思うんですが、市報が２回

から１回になったことは、決して無理にお願いしてい

るわけではなくて、先ほど議員からもお話のありまし

たとおり、全体の効率化を図って、こういうことが１

番よろしいんじゃないか、お知らせするのもひと月お

知らせできるんではないか。１回でお知らせできるん

ではないか。また、皆様方から掲載していただく内容

についても、月１回収集させていただいてやれれば可

能ではないかというような、全般にわたって調整を申

し上げ、進んでいる事業であります。決して無理で、

そしてできないということをやっていることではあり

ません。そしてまた内容につきましては、何度もお話

してるとおり、決して紙を配るだけを目的としてやっ

ているわけではなくて、それぞれの紙にはそれぞれの

理由があって、そして見ていただく方々もそれをご覧

になっていただいて、くれぐれも忘れることのないよ

うにしていただくために、お知らせをしているという

ことであります。

一方で先ほど議員も何か失念、仰られたことがある

というようなこともありましたけれど、仮に紙で残っ

てればですね、これは比較的、「おお、これがあっ

た」ということもあるでしょうし、紙の良いところも

あるということは、ぜひご認識いただければというふ

うに思います。

ただいずれにせよ、我々が仮にそういうものが漏れ

たとしても、先ほどの話にちょっと関連するんですが、
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市のＬＩＮＥ、ホームページ、デジタルを使った形で

周知することは、今現在もできますんで、そういうツ

ールを使って、もし漏れたとしてもですね、できるだ

け皆さんに知っていただくということを進めていけれ

ばというふうに思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

先ほど、回覧広報誌の話の詳細の部分について、市

長の答弁に追加させていただくものでありますけれど

も、例えば10月の本町地区、尾花沢地区の回覧または

全戸配布の広報誌、後で追加なったものという、市報

以外のものだと思われますけれども、これが11種類あ

ります。市のものについては、関連するとすれば、実

行委員会として文化祭のやつが１つあったわけですけ

れども、全て市以外の団体等になります。というのは

小学校、中学校、地区公民館と、またはその商工会の

もっとまるだし未来まつり、または商店街協同組合の

プレミアム商品券、社会福祉協議会の赤い羽根共同募

金、あとは警察からの駐在所だより、北村山公立病院

の広報誌ということで、ほとんどが市関係外の団体か

らのものになっております。

市については、議員認識のとおり、ほとんど市報の

ほうに入れ込んでおりますので、それ以外に市で追加

するというものは、今となってはほとんどないような

取り扱いとしておるところです。ですので、もらった

方のイメージで、何かいかにも市が発行しているとい

うふうな部分で、ちょっと今、議論になっているよう

ですけれども、先ほどのあの金山のカレンダーについ

ても、町の行事については、やっぱりこれは議会制民

主主義の予算が伴ってからの事業という部分もあって、

ほとんど載っていないのが現状ですので、その実態の

部分について、さらに議論できればいいと思っていま

すので、よろしくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

それぞれの団体、広報誌のことに関しましてですけ

れども、それぞれの団体で自分のところのまずお知ら

せを見ていただきたいという思いで、色を別にしたり、

さまざまされているんですけれども、そもそもは市か

らの補助、市の予算を分配している、そういったとこ

ろに対しましては、作業の効率化も図るために、原稿

のみ作成していただいて、その原稿を市で取りまとめ

てみたら、そちらのその別な団体、別な施設の業務の

効率化が図れるのではないかというところもありまし

た。そういうところで質問しましたが、なかなかそう

いったところまで進めないという状況、分かりました

ので、これでやめます。

それで次の質問、最後なんですけれども、学校給食

についてなんですけれども、今、地域の食材に関わる

体験学習や地産地消ウィークを通じて、心を育む学校

給食週間などを行っておられるということをお聞きし

ました。これ先日、また実例出しますけれども、先日

も玉野小学校のほうにお邪魔しまして、いろいろ校長

先生からお話もお聞きしてきたところです。体験学習、

食材に関わる体験学習、それは生きる力ということで、

大変良い活動を長年されてきたということでありまし

た。地域のこの給食、給食という、食べるということ

は、もう皆さんに共通する最低限のことでございます

ので、地域の人とつながれる、１番の活動につながる

食育活動、その地域の食材を生かす、そういったとこ

ろは地域の方との結びつきを強くするものだと思って

感じてきました。

例えば今やっているような玉野小学校、福原小学校、

宮沢小学校、さまざまなところで、地域の方と農業体

験をしながら、それを収穫、栽培し、収穫し、そして

販売、そして自分たちで収穫祭をする、そういった地

域ぐるみの、販売までするという経済的なところまで、

経済学までやってるような取り組み、そういったとこ

ろは今後の統合小学校などの中では、やっていけるも

のなのでしょうか。そういったところもお聞きしたい

です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。これまでも尾花沢市、地域、非常に

学校と連携して、いろんな活動をしてきたというふう

なことで、統合するとどうなるんだというふうなご質

問、大変いただいたところでございます。ただ、学校

の教育課程は、校長が定めるものとなっております。

市としては、今現在ある「ふるさと愛の醸成」そこは

おそらく続いていくものと思いますので、その中で、

統合小学校の実状が今の学校と変わってまいりますの

で、その中でできることは何なのかということを、始

まってからでは遅いんですが、統合前にいろいろ議論

しながら作り上げていくことになるかというふうに思

います。いろんな形で地域の皆様方には、学校へご協

力いただく。そしてそれに子どもたちもですね、応え

られるような、地域に貢献できるような、そういった
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人を育んでいければと思っているところです。以上で

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

議会からも度々、地産地消を進める、そして当局か

らも地産地消を進めますというお答えをいただいてい

るわけなんですけれども、そういった地産地消ウィー

クはやってらっしゃるにしても、そういう活動を頻繁

に新たな学校の中に取り入れては、取り入れられるの

か。そもそも環境というのが、そういったことを、そ

ういった授業の中とか、食育活動に取り入れるための

学校の周りの環境というのが、大いに関係してくるも

のだと思っております。ただ今、学校建設の建物、建

設に関する議論、そういったところばっかり先行して

いるわけなんですけれども、じゃあ一体、新しく施設

的には大変改善された未来の学校というふうになって

おりますが、中身に関しては、具体的なことというの

はご説明まだないと思っておりました。中身の、中身

の充実こそが、やはり新たな学校への希望というとこ

ろにつながっていくものだと思っています。ご答弁の

中では、統合小学校では、交流棟の２階に調理室作り

ますので、これまでも実施してきたとおりの、地元の

講師の方の地域食材を利用した調理実習を想定してい

るというお答えありましたけれども、それは今までど

おり、今までどおりのことしかできないんでしょうか。

これからプラスアルファ、今までどおり以上のことを

やっていく必要があるんじゃないかと。そのためには

地産地消をもっと具体的に、もっとどういうふうに進

めるのか。どうなんでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

学校教育の中で食育という部分、分野ですね、これ

をどういうふうに取り入れていくかというのは、非常

に難しい課題だと私は認識しています。その中で、先

ほどから出て、議員のほうからお話のあるような、各

それぞれの地域、例えば今回、５つの小学校が統合す

る。尾花沢から始まって、各地域が皆１つの小学校に

なる。それぞれの小学校で独自にやっているカリキュ

ラムというのか、昔から引き継いできた伝統ある文化

というのか、そういうものがしっかり噛み合った中の

教育が今なされていると私は承知しています。そして

またそれは、各小学校の独自性として出てきている。

例えば今お話のあった、たぶん六沢大根、鶴子大根の

お話だと思うんですが、栽培して、小学生が作って、

産業まつりで販売をする、もしくは学校の公民館で販

売する、そういうことが果たしてこれから継続してい

けるんだろうかというような部分、そういうことはも

うまさに学校、もしくはＰＴＡの方々、地域の関係者、

皆さんおそらく今、どうなっていくか非常に不安だろ

うと思います。それは１つの例に過ぎないんですが、

それぞれ４つの地区、学校、もちろん尾花沢小学校も

含めて５つの小学校が独自にやってるものがたくさん

ありますんで、それをいかに組み入れていくか。それ

をこれからやっていかなければいけない。

先ほど議員のほうからお話もありましたとおり、学

校建設、今、皆さんにお知らせできる部分は建物の話

なので、そこをお知らせしてるんであって、中身につ

いては今、確か私の認識では、ご父兄も含めて、検討

会を立ち上げ、例えば、小学校の学校名、校歌、これ

をどうしていくんだなんてことは、皆さん非常に関心

のある部分だと思います。そういう部分についても、

地域の方々を交え、そして、知識のある方々も交え、

そして新たな学校の名前、校歌、そしてカリキュラム

の中身、そして私は常々これはお願いしているところ

ですが、ぜひ伝統ある文化は、それぞれの良いところ

をぜひ合体して、地域の方々と一緒に子どもさんに教

育指導できるようにしていこうということは常々、教

育委員会とも連携して、今話しているところでありま

す。ぜひこれから、そういうものがお知らせできるよ

うになれば、皆さんにお知らせしていきたいというふ

うに思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

例えばまた違う話題になりますが、調理師さんの採

用なんですけれども、最近、採用控えてらっしゃると

いうお話聞いてるんですけれども、私はやはりその小

学校の施設自体が、もしかして災害時の避難場所、防

災施設になることも想定した時に、調理室も炊き出し

の場所として活用せざるを得ない時が、もしかして来

るのかと思っていたところです。そういった時に、や

はり市の職員さんとして、市に、必ずしも市内にいた

から災害が起きればいいんですけれど、そうじゃない

時もあるとは思いますが、市の職員さんとしてのその

防災体制としての役割、そういったところもぜひ調理

師さんには担っていただきたいなと、市の職員さんと

して思っているところです。そういったところで市の

職員体制の充実、働きやすさ、そういったところにも
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注力していただきたいと思うところです。

あと、時間がないので、共同調理場のことなんです

けれども、こちらの共同調理場は、だんだんこの統合

しました段階で、もう100食ぐらい給食の量が減ると

思われます。そういうことを考えますと、共同調理場

は、どういうふうにその先運営していくのかなと疑問

に思うところなんですが、新たなご答弁では、中学校、

新たな中学校校舎建設が検討される際に、あり方につ

いても生徒数を加味して検討していくものと思われる

というお答えでございましたが、その中学校がいつ建

つかも分からない段階で、中学校が建設された後にと

いうのは、ちょっと遅すぎるというか、漠然とし過ぎ

るというか、もう今すぐでも、どういうふうに方向性

をしていくのか。運営元であるふるさと振興公社とど

ういったことを協議されているのか。その内容につい

てお答えをお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

具体的な正確の数字は、私のほうからはちょっとお

答えできないんですが、いわゆる大枠のお話としては、

先ほどお話したような、担当課長の答弁のとおりであ

りますが、今後どういうふうになっていくかというと

ころは、まだやっぱり不明であります。というよりも

当面、当面我々がやらなきゃいけないことは、統合小

学校で給食を提供する。その際に共同調理場をどうい

うふうに運営をしていくか。それは中学校の分がまだ

残ってますというようなことで、それを運用していく

と、これがまさに現実のとおりであります。

一方で議員からお話のありましたとおり、ちょっと

話がうまく噛み合わないんですが、増やして、調理師

の方を増やしていって、災害の時だけ働いてもらうと

いうようなことなのか。じゃあ普段はその方々がどう

いう仕事をしていただくのか、ちょっと私にも分から

ないですが、いずれにせよ、災害の時には災害のやり

方というものがあります。場合によっては炊き出しが

必要であれば、それはそういうことができる方々、ボ

ランティアさんもお願いしたり、さまざまな体制づく

りをこれからしていかなければいけない。事前に災害

が来た時のために人を配置してくるところはたぶん、

防災庁がこれからできれば、防災庁はもちろんそれが

主任務になるんでしょうけれど、普段そういうことを

ということはないんじゃないかなと。ただ、物品を揃

えておくということは必要だと思いますんで、これは

順次、これからも整備していきたいというふうに思い

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 午前11時53分

再 開 午後１時00分

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

再開いたします。

次に11番 和田哲議員の発言を許します。和田哲議

員。

〔11番 和田 哲 議員 登壇〕

◎11番（和 田 哲 議員）

議席番号11番の和田哲です。よろしくお願いいたし

ます。私からは、大きく２つの質問をさせていただき

ます。

初めに、花笠高原荘のあり方についてお伺いします。

平成29年10月に、花笠高原荘検証検討委員会から当時

の尾花沢市長へ、花笠高原荘のあり方に関する提言書

が提出されました。この中では、大規模な修繕はせず、

安価な公共の宿として運営を継続すること、御所の湯

は廃止することが施設の現状と課題を踏まえ、客観的、

科学的に分析した結果として、今後の望ましい姿であ

るとされています。これを受けてから現在に至るまで

は、提言内容に沿った事業実施へ慎重を期すと同時に、

指定管理者及び鶴子地区を中心とした住民からのご協

力をいただくことで、施設の運営さらには花笠高原エ

リア全体の維持発展に努めてこられました。このこと

については、鶴子住民及び協力関係者へ、深く感謝す

るものであり、持続可能な方法等について今後も考え

ていく必要があると思われます。そこで、提言書の提

出から７年が経ちましたが、これまでの積み重ねや、

尾花沢市の将来像を勘案し、もう一度地域の声を大切

にしながら、提言書をもとに、花笠高原荘のあり方に

ついて再考する予定があるか。併せて、花笠高原エリ

ア全体の活かし方について、同時に検討できないかを

お伺いします。

次に、花笠高原スキー場の魅力と整備についてお伺

いします。尾花沢市第７次総合振興計画における政策

の柱５では、魅力的で活気ある地域を作るためには、

このまちに集う全ての人々の力が必要であり、市民と

行政が一体となって、知名度とまちの魅力を高め、交

流から関係人口へ、そして移住の地として選ばれるま

ちを目指しますと謳っています。この中で、冬の魅力
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については、具体的な主要施策に明記はされていませ

んが、施策方針である地域資源を最大限活かした交流

の質と量の拡大に資するために、重要な要素であるこ

とは、目指すまちづくりの、失礼しました、目指すま

ちの将来像から考察できます。その冬の魅力の１つと

して、環境に恵まれた花笠高原スキー場の魅力を磨き

発信していくことは、これからも大切であり、必要で

あると考えます。いよいよウインターシーズンを迎え

ますが、魅力的で活気ある尾花沢を作るために、花笠

高原スキー場に関する次の３点についてお伺いします。

１点目、花笠高原スキー場の魅力をどのように発信

していくのか。２点目、今後のゲレンデ整備について

検討していることはあるか。３つ目、例えば、リフト

使用料が民間の売り上げになるような仕組み作りを検

討できないか。

以上が私からの質問内容であります。よろしくお願

いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

和田議員からは大きく２つのご質問をいただきまし

た。順次お答えをいたします。

初めに、花笠高原荘のあり方についてお答えをいた

します。これまでの間の経過につきましては、議員ご

認識のとおりであり、重複する部分もございますが、

少し振り返りをさせていただきたいと思います。

市では平成29年に花笠高原荘のあり方に関する提言

書を受けたあと、議会との話し合いを経て、平成31年

１月に鶴子地区での説明会を開催しております。翌２

月には提言内容に反対する要望書が地区より提出され、

その後、指定管理者も交えながら、花笠高原施設の運

営に関する話し合いを継続し開催してきた結果、令和

元年８月に花笠高原荘の運営に対し、地域が積極的に

協力していく旨の書面が提出されるに至っております。

具体的な地域の関わりの内容は、地区住民が体験プラ

ンの講師やガイドを務めるほか、労働力や食材の支援

に加え、御所の湯の入浴券を地区で購入し全戸配布す

るなど多岐にわたるものであり、地区住民のご協力を

いただきながら運営を継続しているところであります。

議員からは、現状のあり方について再考する予定が

あるかとのご質問ですが、今年度２回目となる地区と

の話し合いを今月に開催する予定としておりますので、

提言書提出以降の地区と花笠高原荘の関わりについて

検証しながら、現状を踏まえた今後のあり方を見定め

ていく考えであります。

次に、花笠高原エリア全体の活かし方についてであ

りますが、地域からは里山に自生する山菜等の資源を

活かした体験ツアー等への支援などが出されておりま

すが、現状では実施できていない状況にあります。ま

た、ふるさと振興公社では、今年度からインバウンド

観光客の受け入れを旅行会社と連携して積極的に行っ

ており、特に台湾からの観光客に向けては公社が管理

する花笠高原スキー場のほか、徳良湖エリアへの誘導

も行っていく考えであり、大変期待するものでありま

す。市としましては、ふるさと振興公社や地区住民の

方々と協力しながら、さらなる花笠高原エリア全体の

発展に取り組んでいく考えであります。

続きまして、花笠高原スキー場の魅力と整備につい

てお答えをいたします。

初めに魅力の発信についてでありますが、ＳＮＳの

普及により手軽でタイムリーな情報発信が最近の主流

となっているようであります。現在、日本においては

いわゆる６大ＳＮＳが主に普及しており、それぞれユ

ーザー層に違いがあるため、当市においても目的やタ

ーゲットに合わせた最適な運用を図っております。

花笠高原スキー場の情報は、市や受託者で管理する

ホームページを中心に発信しておりますが、あらため

て見てみますと、余暇を楽しむレジャー施設としての

魅力を十分にお伝えできてはいないのではないかと感

じております。例えば、近隣の民間事業者が運営して

いるスキー場では、レストランで提供するメニューを

画像付きで掲載していたり、コースが複数ある場合に

は詳細な特徴や、家族で楽しめるプランを提案したり

しており、行ってみたくなるような情報を余すことな

く発信しているようであります。当市でもシーズンに

なれば、受託者がＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳを活

用して、リアルタイムな画像や動画を毎日発信してお

ります。また、「花笠高原スキー場」と検索して１番

最初にヒットするのは市のホームページでありますが、

民間事業者運営の情報発信に比べると役所的なもので

あり、情報量は限られたものとなっているのが現状で

あります。実際、花笠高原スキー場には若い方々が大

変多く訪れていますので、ホームページでの情報発信

を強化することにより、より多くの方々に知っていた

だき、来ていただけるよう、受託者と連携しながら、

市が発信するホームページのリニューアルも選択肢に

入れ検討してまいりたいと考えております。

次にゲレンデの整備についてでありますが、ゲレン

デの各コースは、初心者から上級者まで楽しんでいた
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だける設計としており、これまでもお客様の声をお聞

きしながら、最適なゲレンデの整備に努めてまいりま

した。近年では感染症や小雪による影響はあったもの

の、ペアリフトの利用者数が延べ６万人ほどで推移し

ており、シーズン券をご利用いただく方を中心に、根

強い人気があるものと認識しております。より安全で

楽しめるゲレンデ作りに向けたご要望にお応えするた

め、今年度はリフト付近の支障木を伐採して、来年度

以降は、メインコースであるＡコース付近の樹木の伐

採を計画しております。これからもお客様のご意見に

耳を傾けながら、計画的なゲレンデ整備に努めてまい

ります。

最後に、リフト使用料に係わるご提案でありますが、

現在、花笠高原スキー場の管理運営につきましては、

業務委託による運営となっており、リフト券の売り上

げは使用料として市の歳入となっております。

議員お尋ねの受託者や受注者が売り上げを得る仕組

みについてでありますが、１つの方法として指定管理

制度がございます。これは利用料金制度を採用するこ

とが可能で、施設の管理運営にあたっては、指定管理

者の自主的な経営努力が発揮しやすくなる観点から設

けられているものであります。なお、自治体によって

は、利用料金制度の導入には一定の基準を設けている

とお聞きしておりますので、施設の設置目的と指定管

理制度の趣旨も踏まえながら、近隣の金山町や大蔵村

での実施例なども参考にさせていただき、さらに利用

者のサービス向上につながるよう、運営の仕組みやあ

り方などを研究してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田哲議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

それでは再質問させていただきたいと思います。

まず初めに、花笠高原荘のあり方についてお伺いし

ます。先ほど市長の中で、あり方についてはですね、

現状を踏まえた今後のあり方を見定めていく考えだと

いうことでお答えいただいております。これからの花

笠高原荘のあり方を検討していくにあたって、必要な

判断材料というものも増えてきているかと思います。

提言書は平成29年までのものですが、平成29年以降の

環境をも加えていかなければならないのかなと思って

おります。そのため考慮すべき範囲のパイ数というの

は、以前よりも大きくなっているのかなと思いますが、

まずは提言書の中身についてですね、先ほど振り返る

ということでしていただきましたが、若干私も重複す

る部分もあるかと思いますが、提言書の中身について、

少しポイントとなる部分だけをお伺いしたいなと思い

ます。今日は議長の許可をいただきまして、タブレッ

トの中にですね参考資料、テーマに沿って、２つ、２

冊用意させていただいております。各テーマごとペー

ジに分けておりますので、ご説明の際はページを申し

上げますので、必要に応じてご参照いただければと思

います。

それではページ４ページからになるんですけれども、

こちらは花笠高原荘のあり方に関する提言書の中身の

一部であります。現状と課題を分析するために表した

経常収支の推移です。期間は平成６年から平成28年で

す。この結果について、市はどう捉えているかお伺い

します。

続きまして５ページであります。こちらも同じく提

言書の中身の一部でありまして、現状と課題を分析す

るために表した売上総利益と費用の推移です。失礼い

たしました、４ページですね。現状と課題のＣです。

失礼いたしました。こちらが売上総利益と費用の推移

です。この結果について、市はどう捉えているかお伺

いします。

次５ページであります。こちらも同じく提言書の中

身の一部で、現状と課題を分析するために表した指定

管理料等の推移と経常推移です。この結果について市

はどう捉えていらっしゃいますか。３点についてよろ

しくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

３点なります。まず資料３ページの経常収支の推移

についてですけれども、このゼロのラインが、たぶん

その上下、上、下で黒字、赤字というふうな形で見る

かと思いますけれども、平成６年からの27年度までの

22年間が表記なっておりますけれども、この中で、い

わゆる黒字になった部分については、大変少ない年度

になっているのかなと思っています。

具体的には、22年間で５ヵ年が黒字になっていると

いうふうに捉えております。またこの部分については、

指定管理料を含んでいる金額での計算というふうにも

捉えております。

次Ｃという形で４ページになります。表の１番高い

グラフの部分が売上総利益だと思いますけれども、次

２番目に高いところが人件費、その次の下のほうにき

て黒いところが光熱水費というふうな形になっている

と思います。これ見ますと、売り上げや人件費につい
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ては、やはり、ごめんなさい、人件費については売り

上げと並行して減少してきておりますけれども、光熱

水費につきましては、ずっとほぼ横ばいということで、

同額で推移しているというふうな形で捉えたもので、

捉えておるところであります。

続きましてＤという形で、５ページであります。指

定管理委託料の推移というふうなものでありますけれ

ども、表では山の麓に雪が積もっているような形で、

ちょうど山を覆っている部分が指定管理料となってお

りますけれども、平成18年以降については、花笠高原

荘の運営に必ず指定管理料が必要な形での運営状況に

なっている。ですので花笠高原荘を運営するには、必

ずも指定管理料が必要になってきている状況にあると

いうふうに捉えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。

事前に申し上げますが、これから私、受託者の総売上

高とかですね、売上総利益、あるいは売上原価といっ

た部分に今後も触れていきますが、あくまでも提言書

の中に基づく、より良いあり方の検討を目的とするも

のでありまして、例えば１企業等のビジネス面に対す

る質問ではありませんので、ご理解いただければなと

思います。

今、総合政策課長のほうから、あり方の今課題と現

状について、市としての捉え方を今お聞きしたところ

であります。まさにそのとおりなんだろうなと思いま

すし、私も私でこの状況について考えているところが

あります。

まずＢについてですが、こちらはですね、売り上げ

と総利益の形状が非常に似ているということでありま

す。まるで随伴するような形になっておりまして、こ

れが何を意味しているかというと、やはり指定管理料

等の存在に左右されているというようなことが言える

かと思います。特に後半はそうだと思います。この結

果自体ではなくて、やっぱりこの結果がそのままにな

っていることが検討に値するのかなと思っております。

次Ｃについてですが、先ほど、ご答弁いただきまし

たとおりですが、人件費と光熱費の削減にはですね、

いくら何でもやっぱり限界があります。売り上げが下

がるにつれて圧迫されている状態だと思います。今の

状況からすれば、きっとＶ字回復は厳しいものがあり

まして、これがですね、今後も期間を要していけば、

市民への負担が増していくものだと、私は思っており

ます。実際内部環境、いろんな外部環境、いろんな環

境において、分析する部分あるかと思いますが、営業

努力で補える域を超えているのではないのかなという

ふうにも捉えられます。

そしてＤについてですが、こちらは指定管理料の金

額、総利益に占める割合が増加しています。契約の当

事者同士がですね、お互いに厳しい状況に進んでいっ

てしまうのではないのかなというような懸念と、これ

までもいろんな話がありましたが、赤字だ黒字だとか

ですね、赤字だからだめだ、黒字だから良かったとか、

本来の目的から逸れたような目的になってしまってい

るような部分も、これまであったのかなと思います。

やはりこの平成29年に出されたものでありますが、非

常に参考にする部分はとても大きいかなと私は思って

います。ぜひ振り返りながら、新しい考えをですね、

持っていただきたいなと思います。

長くなりますが、提言書が平成29年に出されたもの

でありまして、平成29年度以降の状況についても少し

お伺いしたいなと思います。参考資料の６ページをご

覧ください。こちらはですね、これまで質問してきた

３つの推移に関する平成29年以降の総売上と売上総利

益とその内訳、売上原価、指定管理料とその内訳の金

額を、独自調査により一覧にしたものです。若干少し

長くなりますが、ご説明をしたいと思います。

推移をより分かりやすくするために、平成26年から

記載しています。令和２年ごろからは新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による影響を受けているので、一概

に、こうだ、ああだとは言えないにしても、それでも

しっかりと状況を把握していくことが大切になるかと

思っています。大きく言えるのは、総売上はですね、

上のピンクの、年度がピンクに染まっている部分です

けれども、令和２年が3,115万5,000円で、平成26年の

6,520万円から半減以下になっているという状況です。

次の売上総利益については、総額のうち、指定管理料

の占める割合が増加して、平成30年、ちょうど真ん中

あたりですけれども、平成30年には指定管理料が指定

管理料を除く利益を逆転しています。指定管理料につ

いては、令和５年で2,936万5,000円となり、平成29年

から約1,100万円も増加している状況です。この指定

管理料を花笠高原荘と御所の湯の２つに分けてみると、

青の年度の、青色に染まっている年度の表です。花笠

高原荘と御所の湯の２つに分けてみると、平成29年か

ら令和２年まで、御所の湯が約63％を占めていて、花

笠高原荘についても年々増加傾向にあります。先ほど

市長のご答弁でありましたように、議会の話し合いを
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得て今に至っています。また花笠高原荘の継続を、そ

れに伴う予算をですね、私たちも議決してきました。

また、指定管理の延長や非公募による契約も、我々も

これまで議決した経緯もありまして、私たち議会もで

すね、しっかりとここに向き合っていかなければなら

ないと思っています。ぜひ総合政策課長にお願いとい

いますか、質問になりますが、ぜひ我々もですね、今

後一緒に向き合っていかなければならないという状況

において、これまで同様、議会の閉会中であってもで

すね、常任委員会等への十分な説明をお願いしたいな

と思いますが、総合政策課長いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

先ほど市長の答弁にも、今月また地域との話し合い

あります。これを受けた後に、再度皆さんとそういう

ふうな話し合いが常任委員会等で、説明も含めまして、

経過、この話し合いの結果も含めまして、丁寧な説明

していきたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に提言書

の中に関することで、また別のことをお聞きしたいと

思います。提言の内容がですね、大規模の、大規模改

修はせず、安価の公共の宿として運営を継続すること、

御所の湯は廃止することということで、大きく２つの

あり方が示されていますが、この提言書の中には、こ

の２点を実施するにあたり、考慮すべき点というもの

が記載されております。全部で６つあるんですが、時

間の制約もありますので、私のほうから３つお伺いし

たいと思います。

提言書の中に新たな運営方法について農林漁業体験

実習館としての運営とあります。この内容についてど

のように捉えてらっしゃるか。次、大浴場の廃止につ

いて。③の大浴場の廃止についてどのように考えてら

っしゃるか。３つ目の⑥、徳良湖エリアの宿泊施設と

しての活用という部分が参考意見としてありますが、

この内容について、市のほうはどのように捉えていら

っしゃるか、簡単にお伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員に申し上げます。質問のほうは一問一答と

いうような形で、よろしくお願いします。和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

一問一答ということでありますので、考慮すべき点、

まず１、新たな運営方法についてどのようにお考えで

らっしゃいますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

具体的には先ほど議員が仰ったとおり、農業、農林

漁業体験実習館という名前になりますけれども、当時

リゾートの開発等において、さまざまな自治体で、同

じような取り組みがなされております。その際に国、

県、いろんな事業補助金を使いながら取り組んだ中で、

今般、農林漁業体験実習館という部分での名目での事

業として取り組んだものが、この花笠高原荘でありま

す。本来の目的については、やはり安価でシンプルな

サービスの提供という部分が、あったわけですけれど

も、当時望まれておったサービスのあり方については、

ホテル等に準じるような、少し高級なものが市民等に

望まれておったもんですから、これまでの運営ではそ

のような流れを考慮してきた結果でありました。

これをあらためまして、農林漁業体験実習館という、

シンプルなサービスの提供の施設に変えていけないか

というものが、先ほどの質問の新たな運営方法の模索

になるかと思っています。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

承知しました。その新たな運営方法については、提

言の内容に書かれてある部分は、すごく私も参考にし

ておりまして、なるほどそうなのかなと思う部分、や

っぱりあります。元々この提言書を出すにあたっては、

施設の老朽化がやっぱり背景にありまして、例えば濾

過設備等の老朽化が指摘されていて、喫緊な大規模な

改修が必要であると予測される中、やっぱり新たな運

営に際しては、宿泊棟と大浴場棟を切り離して考えて

いく必要があるという部分であります。また近くには

銀山温泉がありまして、銀山温泉の温泉旅館との違い

を明確に打ち出していくという部分は、大切な方針、

考え方であるのかなと思います。市の考え方について

は承知しました。それでは大浴場の廃止についてなん

ですけれども、大浴場の廃止については、市のほうは

どのように捉えてらっしゃいますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

先ほどのまず運営方法としての、シンプルなサービ
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スという部分でありましたけれども、シンプルサービ

スという意味合いの中には、安価という部分も含まれ

ております。安価な旅館、ごめんなさい、宿泊施設の

サービスを維持する上では、大浴場という部分で費用

を捻出しないというものが必要になってくるかと思っ

ています。ですので、花笠高原荘を持続的に運営する

には、大浴場を廃止した中で安価なサービス、その値

段をさらに安くしたようなサービスを提供していくも

のとしては、大浴場の廃止というものが１つの営業を

継続する上での方法だと思っております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

特に営業継続する上では、大切な部分であるのかな

と私も思います。提言内容に書かれている部分を一部

分、ちょっと読み上げさせていただきますが、花笠高

原荘が完成した当時、保養所として運営するためには

大浴場が必要でしたと。ただ、今後予想される大浴場

の大規模改修に投資をしても、そもそも温泉ではあり

ませんので、温泉という抜本的な改革がないかぎり、

維持費の減や利用者の増は難しいと思います。低料金

を、ご答弁いただきましたこの低料金を、運営の方略

にしていくためには、改修費と維持費を宿泊料に付加

することは妥当でなく、廃止せざるを得ないものと考

えますというふうに書かれております。熟慮断行とい

いますか、非常に判断難しい部分であるかと思います

が、やはり尾花沢市全体がやっぱり良くなっていかな

いと、いろんな施設を維持できなくなっていくという

部分は、今後の大きい課題だと思っています。

それでは廃止についての考えは、今お伺いしたとこ

ろでありますが、今後この大浴場を廃止した後の手立

てについても、少しお伺いしたいなと思います。参考

資料の７ページをご覧ください。こちらはですね、花

笠高原荘のあり方に関する提言書の中身と、あとは平

成30年１月に産業厚生常任委員会で示されました、徳

良湖温泉花笠の湯の指定管理についてを比較したもの

であります。まず左側が提言書の中身でありますが、

望ましいあり方は、御所の湯を廃止すること、そして

考慮すべき点、これは大浴場廃止後の手立てとして、

大浴場にある薬湯風呂は一定の集客が見込めるため、

徳良湖への移設を検討すると。そして参考意見として

も、今般の提言により事業を変更することで、既雇用

者へ配慮が必要になってくると思われます。そのため

薬湯風呂の移設も含め、徳良湖エリアへの集客を拡大

し、雇用を継続、雇用の継続を図るべきだと。そして

一方で産業厚生常任委員会です。こちらは平成30年１

月ですので、提言書が出された翌々年になります。こ

ちらはですね、中身はあくまでも、契約期間を１年間

延長したいんだよという、指定管理のあり方について

話し合っていく内容でありますが、この部分でですね、

指定管理を延長する理由が、花笠高原荘のあり方の話

し合いが現在進められられており、日帰り入浴施設の

閉鎖等が主題となっている。そのため、徳良湖温泉へ

の薬湯風呂の移設や、施設のリニューアルも喫緊で予

測される中において、指定管理を延長するという部分

であります。それに付け加えまして、過去４年の収支

の実績についてということでご報告いただいています。

その一部にですね、支出額の最大は光熱費であり、先

ほど質問させていただいた部分です。特に重油価格の

変動に影響される体質になっているということであり

ます。営業努力では補えない部分である。そのため、

例えば薬湯風呂の新設や施設のリニューアルによる利

用の拡大とあります。ちょっと花笠高原荘から逸れた

的の質問になるかもしれませんが、個別の枠組みは違

っても、大枠で結び付いている部分があります。少し

質問させていただければと思います。薬湯風呂は徳良

湖温泉花笠の湯のリニューアルに合わせて移設するん

でしょうか。それとも花笠の湯のリニューアルは、そ

もそもですね、花笠の湯のリニューアルという、リニ

ューアルというのは、計画されようとしているのでし

ょうか。お伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

花笠高原、ごめんなさい、徳良湖温泉のリニューア

ルという部分については、まだ表に出てくるようなも

のでなく、まだ議論はしておりません。ただ、リニュ

ーアルでなくて、修繕等については常時行っておりま

すので、予算の伴うものについてはまた議員の皆さん

に提示しながら、進めていくというふうな考えであり

ます。

ただ先ほどから出ております花笠高原荘のあり方の

中で、やはりそれは絡んでくるものだと思っておりま

す。特にあの徳良湖温泉のリニューアルという部分に

ついては、やはり人口が減少していく社会の中で、徳

良湖温泉をリニューアルするとすればです、利用者が

少ない施設を統廃合しながら、一定の利用者を集約す

るような施設にならなければ、徳良湖温泉でさえも持

続的な運営は難しいのかなというふうに考えておりま

す。そのため、先ほどから出されておりました提言書
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の中で、その部分を触れたわけではないんですけれど

も、最終的にはその徳良湖温泉のリニューアルの際は、

薬湯風呂というものも、一定の集客があるものを有効

に活用すべきだというふうな提案もありますので、今

後徳良湖温泉のリニューアルを検討する際は、十分薬

湯風呂の移設を検討しなければならないというふうに

市のほうでは考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

薬湯風呂は一定の集客力があるので、やはり移設も

含めて考えていくのもいいのかなとやはり思います。

それをどのタイミングで、どういった事業でやってい

くのかという議論については、やはり今後、さまざま

精査が必要だと思いますが、今後話が、計画等がです

ね、進んでいくのであれば、そういった方向性でいく

のだろうと思っております。よろしくお願いします。

それでは中身の部分についてはこの程度にさせてい

ただきまして、今度平成29年以降のですね、この提言

書を取り巻く内部環境であったり、外部環境に関する

ことをお伺いしたいなと思います。参考資料が９ペー

ジになるんですが、９ページには、こちらは提言書の

中にある修繕費と施設の状況を抜粋したものが、平成

26年から28年のものを転載したものであります。平成

29年以降、実際、修繕費であったり、施設の状況とい

うのは、どのようになっておられるかお伺いしたいと

思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。平成29年度以降の花笠高原荘、

あとは大浴場、あとは花笠高原その他周辺施設の修繕

というようなことであります。こちらの部分につきま

しては、まず花笠高原荘、29年度から令和５年度まで

の修繕料、７年間のトータルになりますけれども、

660万6,000円になっております。年間で平均しますと

94万4,000円となっております。大浴場も同じように

平成29年度から令和５年度までの７ヵ年の修繕料の合

計が1,650万7,000円になっております。平均で年にし

ますと235万8,000円ほどになっております。その他花

笠高原荘と大浴場以外の花笠高原周辺施設の修繕料、

同じく平成29年度から令和５年度までの７年間で600

万5,000円となっております。平均で年85万8,000円と

いうようなことになっております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

引き続き質問させていただきます。今平成29年以降

の修繕費についてお伺いしましたが、今度外部環境と

してですね、これは数字的なもので表せるものではあ

りませんが、平成29年に、29年度以降、やはりインバ

ウンドの需要であったり、日本人の余暇の生活の過ご

し方という部分が変化してきている部分があるかと思

います。この部分の取り巻く環境については、どのよ

うに変化しているかお伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

今の観光の取り巻く情勢かと思います。こちらの部

分につきましては、令和５年度にコロナが５類に移行

になったことによって、特にインバウンドの部分で、

入れ込みのお客様のほうが増えている状況であります。

当然コロナ禍の時代ではもうほとんど来ていないよう

な状況でありまして、今現在コロナ前の数字までには

戻っておりませんけれども、それとほぼ近い数字に今

回復の傾向であると認識しております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

施設の老朽化、修繕費は増していくというか、やは

り掛かり続けるという一方で、こういったインバウン

ドであったり、ビジネスのチャンスという部分は増え

てきているのかなと思います。最初あの市長からもお

答えいただきましたとおりですね、特に台湾からの観

光客に向けて、いろんな取り組みがされておりまして、

大変期待するものであるという部分であります。やは

りハード面をどうするか。そしてこういったソフト面

といいますか、どのように尾花沢の経済を良くしてい

くかという相反する部分もあるかと思うんですが、や

はりどちらも考えていかなければならないのかなと思

っております。やはりこの平成29年から、今令和６年

までなっておりますが、提言書、先ほど総合政策課長

からお答えいただいたとおり、提言書の内容をまずは

大切にしながら、今、商工観光課長からお答えいただ

いたとおり、新たな環境の変化をチャンスに捉えて、

そして人口がこれから減っていく中で、どのような政

策が必要だという、新しい令和の考えを持ってですね、

ぜひ鶴子地区民の方ともいろんな話し合いを進めてい

ただけたらなと思います。この質問についてはこの程

度にとどめたいと思いますが、最後にですね、意見に
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はなるんですが、やはりこれから尾花沢が全体として

良くなっていくための議論が大切なんだと私は思って

います。御所の湯と花笠の湯、どちらも一定以上の維

持費と、また不確実な修繕費の支出が発生していると。

さらに昨今の物価高騰等の影響を受ける状況において、

行政がですね、行政が大浴場というものを２つも維持

していくという部分は、これからの尾花沢市の財政負

担や人手不足といった、等身大の姿というものを大切

にしていかなければならないのかなと思っています。

あれもこれも維持するのは非常に困難という可能性が

十分に考えられますので、ぜひ市長をトップにですね

将来を見据えて何をすべきか、ぜひご期待申し上げる

ところでありますので、市長よろしくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

花笠高原荘につきましてはですね、まさに議員仰せ

のいろいろな経緯がございます。29年の提言書からで

すね。約８年、９年、10年ぐらい経ってるんでしょう

かね。とすれば、やはり施設を取り巻く環境というの

は、もう大きく変わってきているというのは現実だと

思います。変わるものの、特にデメリットの部分は、

施設がどんどん、日に日に古くなってくるということ

で、施設を維持していくための費用が年々やっぱり嵩

んでくるということがデメリットの部分だと思います。

一方その観光という面で捉えていきますと、29年か

らやっぱり大きく変わってきたというのは、そのイン

バウンドのお客さんが来ておられるというのは、おそ

らく従来もそんなに違わなかったんでしょうけれど、

今我々が実証実験をしている観光庁の事業の中でも実

施している、例えば銀山温泉がオーバーツーリズムと、

おそらく29年当時、30年前後に人が多くて困るなんて

いう発想が果たしてあったんだろうかと。おそらくい

くらでも来ていただきたいと。いけいけどんどんじゃ

ないですけれど、ぜひどんどんということだったんで

しょうけれど、10年ぐらい経ったら、規制をしてゆっ

くり観光してもらうようなことが必要になってきたと。

例えば銀山に着目するとそういう状態があると。先ほ

ど私も申し上げた台湾からのお客さんが、仮に銀山の

ほうに何が宿泊したい、なかなか予約取れない、でも

見てみたい、そしたら、そこで見学してもらって、じ

ゃあお昼どうすんのと言った時に、もしくは宿泊、泊

まれなくても廉価で泊まれるというようなことが仮に

あるとすれば、花笠高原荘のほうにいかがでしょうか

というようなことが今、少しずつ出てきていると。施

設が非常に修繕等に費用も掛かり、人件費も掛かって

きて、それに見合う収益が上がってこないということ

が現実ではあるんですが、これから先を見据えていく

中で、じゃあ花笠高原荘のあるべき姿、何が必要で何

がいらないのかというところを、ぜひこれから住民、

市民の皆さんと一緒に議論させてもらって、今までの

従来からの環境も変化しつつある中でいかに施設を、

そしてまた地域に、やはり中心となる今地域、学校も

なくなってという現状からすれば、何とかやっぱり地

域の方々としては施設を中心に、元気になっていきた

いという思いもあるでしょうし、ということで、いろ

いろできることを最大限生かし、必要、不要なところ

は少しずつ削いでいき、何とか、どういう形で維持し

ていけるのかというところを、一緒に考えさせていた

だきたいというふうに思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

ご善処いただければと思います。よろしくお願いし

ます。それでは花笠高原スキー場の魅力と整備につい

て再質問させていただきます。こちらも同様、議長の

許可をいただきまして、タブレット内のほうに参考資

料を掲載させていただいております。必要に応じてご

覧いただければと思います。

まずあれですね、先ほど市長からご答弁いただきま

した。市長の大変前向きな答弁をいただいたなと私思

っております。大変心強く思っております。ぜひ少し

でも後押しできるようにですね、質問させていただけ

ればなと思いますが、参考資料の３ページであります。

こちらもですね、実は先ほどのインバウンドにも関係

してるんですが、私あのスキー観光に関する歴史をち

ょっと調べてみました。全ては申し上げませんが、

1946年の第二次世界大戦の終結直後から、復興と同時

にスキー場の開発が進んできたと。1955年からの展開

期、1983年からの発展期と成長を遂げ、そしていよい

よ1993年から観光、スキー観光の停滞期入りというこ

とで、成長と成熟を果たしてきたということでありま

す。2000年以降ですけれども、やはりグローバル化が

一気に進んで、インバウンドが増加したと。一例とし

ては北海道のニセコ町のサラサラふわふわしたパウダ

ースノーは、ジャパンパウダーといって、略してジャ

パウとしてですね、注目を浴びるようになったと。も

うこれはもう地域資源の新しい価値として、観光のあ

り方をも変えてしまうほどだということであります。

じゃあ、さあ花笠高原スキー場の魅力は何なんだとい
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う話でありますが、私はですね、提供者目線ではなく

て、利用者目線を大切にするため、私は雪が、スキー

が、スノーボードが、そして自然が大好きな市民の

方々から声をいただいてきました。特に尾花沢を選ん

で移住された方々が感じる魅力、その声はですね、先

ほどの歴史でもあったジャパウのような、新しい価値

と可能性が秘められていると思いました。ここに記載

のとおり、やはりコンスタントな降雪と雪質のバラン

ス、そしてアクセスであります。アクセスに関しては、

例えば山奥が好きだとかですね、滑るためならどんな

山でも登ってみせますなんていう、熱烈なファンやエ

キスパートの方にとっては、アクセスの良さは問わな

いこともあるんですが、花笠高原スキー場へのアクセ

スについては、街中を通って、鶴子の住宅街を通って、

はい到着、というようなですね、特別、山の中を通っ

た感覚もなく、一生懸命山道を登ったという感覚もな

いまま、ほぼほぼ平地を走った感覚でたどり着けると。

こんなスキー場はですね、もう魅力だということであ

ります。もちろん周辺環境もですね、銀山温泉もあり

ますので、ぜひこの良さをですね、ぜひブラッシュア

ップしていけるスキー場なんだなと思います。ただ２

つですね、先ほど答弁でありましたとおり、魅力の発

信という部分が、まだまだ伸びしろなんだろうなと思

っております。ぜひですね、先ほどホームページでの

情報発信を強化するということでありますが、ぜひメ

インとなるオフィシャルサイトを作っていただきたい

なと思います。ここには参考として、近隣スキー場の

湯殿山スキー場であったり、神室スキー場、赤倉温泉

スキー場、黒伏高原スノーパークジャングルジャング

ルさんのサイトを載せております。ぜひご覧いただけ

れば、尾花沢の目指す部分、どれぐらい頑張る、目指

す部分という部分が、おおむね見えてくるのかなと思

いますが、ぜひオフィシャルサイトの検討をしていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。先ほどの市長の答弁の中にも、

やはり今現在の市のホームページであったり、あとは

受託者側で独自にやっているサイトがありますが、正

直申し上げまして、情報量が不足しているような状況

であります。そちらの部分については、いろいろほか

の民間の部分も参考にしながら、いろいろ魅力を皆さ

んに広げていきたいというふうに考えております。以

上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

よろしくお願いしたいと思います。市長答弁にもあ

りましたとおり、受託者がですね、Ｆａｃｅｂｏｏｋ

とかＳＮＳを活用して、実は毎日発信してるんですよ、

寒い中。毎日発信してるんですけれど、やはりこの発

信力というのがどうしても弱いがために、実は日々の

努力がですね、もったいないなと。せっかく働いてい

ただいてるので、それをメインとなる、かっこいいホ

ームページを作って、あとは日々コツコツと、コツコ

ツとその日の気温であったり、雪質であったり、風量

であったりという部分を更新していくという、そうい

う地道な作業が必要かなと思われますので、ぜひご検

討のほどよろしくお願いしたいなと思います。

それともう１つですけれども、私質問の中で今後の

ゲレンデ整備について検討することはありますかとい

うことで、お伺いをさせていただきました。答弁の中

で気になったのがですね、今年度はリフト付近の支障

木を伐採し、来年度以降はメインコースであるＡコー

ス付近の樹木の伐採を計画しております、ということ

でありますが、どの程度の伐採を計画しているのかお

伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。まずスキー場の運営については、

始業前と始業後に、スキー場の受託者と従業員の方と

の話し合いを持ちながら実施、翌年度に続けていける

よりよい運営にするために、そういうふうな話し合い

の場を持っております。和田議員のほうからは、いろ

いろゲレンデの新たな提案といいますか、そういう部

分もありますが、まずその話し合いの中で、今現在リ

フトの脇のほうの樹木が伸びすぎて、そのリフトに影

響を与える。大雪で、倒木する可能性もあるというよ

うな部分と、あとはＡコースのその雪が着かない部分

があります。こちらのほうも雪着くような形でのとい

うような、新しいゲレンデの要望もありましたけれど

も、まずはその安全面を第１に考えまして、まずは予

算の件もございますので、それを含めて今回まずリフ

トの部分の伐採をさせていただきました。Ａコースの

部分については来年度以降、年次計画を持って、まず

は安全面の部分を優先的に考えながら対応していきた

いというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

参考資料７ページでありますけれども、こちらのほ

うに花笠高原スキー場の空中写真を掲載しております。

今商工観光課長からお答えいただいた部分もあるんで

すが、青の縦の実線がリフトであります。白の点線が

Ａコース、そして黄色の破線がリフト下の林の部分で

す。今あの商工観光課長からもあったと思うんですが、

Ａコースのですね中腹あたりに、急斜面で狭い部分が

あります。ここがですね、幅が約５ｍほどだと。そし

てここがですね、スキーレーシング用の旗門を設置す

ると、一般の人が通れる幅というのが３ｍと、さらに

狭くなってしまうということであります。さらには急

斜面であるということもあって、滑る方がサイドスリ

ップをして雪を押してしまうと。さらには、形状もで

すね、地形も雪が乗りづらいような形状になっている

ということでありまして、やはりこの部分の安全対策

という部分は、非常に急務かなと思っている部分があ

ります。とは言うものの、整備費用等もさまざまある

かと思いますので、ぜひこの部分に例えば人工芝のよ

うなものを敷いて、土が出てきても滑れるように対策

するなど、可能な限りのその選択肢という部分を広く

持ってですね、対応していただきたいなと思います。

そしてさらにですね、林の部分なんですけれども、

今のツリーランコースと言って、木の中を通っていく

ような魅力が今流行っております。実際にですね、ち

ょっと話が、ちょっと資料が飛ぶんですが、10ページ

のほうにですね、金山町さんの神室スキー場のですね、

リーフレットがあります。そこにも神室ペアリフトの

隣の部分に林間コースという部分があって、謳い文句

もプチツリーランが楽しめるということで、謳い文句

になっております。ぜひ、尾花沢もですね、安全性を

図るために、狭い部分からさらに林の部分に入ってい

けるような、そういったコースの考え方なんかも必要

なんじゃないかなと思います。その面に関しては、い

ろんな安全面の配慮という部分もありますので、ぜひ

近隣の取り組みなんかもぜひ参考にしていただければ

なと思います。それでですね、先ほど民間の売り上げ

になるような仕組み作りを検討していただきたいとい

うことでありますが、やっぱり実際働いていて、楽し

く働かないと、やはり続かないんだろうなと思います。

今業務委託になっている部分でありますが、ぜひこれ

を指定管理と比較しながら、どうすればお客さんも来

てくれて、安全面も確保して、そして楽しく、スキー

場運営ができるかという部分を検討していただきたい

と思います。実はですね、金山町、ここにあるリーフ

レットの金山町でありますけれども、昨年までは町で

直営でやってました、町営。令和６年度、今年から指

定管理者制度を導入したということであります。その

情報をお聞きしまして、まっすぐ私あの金山町の産業

課のほうに行ってお話を伺ってきました。いろいろ課

題はあるんですが、ぜひ指定管理者のこういった民間

業者を、しっかりとバックアップするような体制が整

っているようであります。ぜひ尾花沢市も先ほどの答

弁でありましたとおり、この金山町のような取り組み

をですね、ぜひ参考にしていただいて、指定管理者制

度が導入、指定管理者制度の導入が可能かどうかもぜ

ひ検討していただきたいなと思います。先ほどの答弁

と重複する部分はあるんですけれど、またあらためて

お伺いしたいなと思いますが、いかがでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君）

お答えいたします。先ほどの市長の答弁にあります

ように、今現在、委託で行っております。先ほど言っ

た金山町であったり、大蔵であったり、ほかの自治体

であるスキー場について、指定管理制度を導入しなが

らやっているところもありますので、そちらのほうも

参考にしながら、より良いスキー場運営に努めていき

たいというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

よろしくお願いします。質問の冒頭で、冒頭で質問

させていただいた内容のようにですね、尾花沢には花

笠高原スキー場の魅力がありますと。コンスタントに

雪が降って雪質も良いと。これ金山町のこの資料であ

りますけれども、表面のほうにですね、ぱふぱふパウ

ダーの天然雪が神ってるとあります。ぜひ尾花沢も同

じような観光資源、観光資源といいますか、強みとし

て、花笠高原スキー場を発信していけるかと思います

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ぜひ尾

花沢にしかないようなですね地域資源を最大限に生か

して、ぜひ市民あと民間、行政が一体となってですね

魅力を作って、尾花沢のファンを獲得できるようにぜ

ひ努めていきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願い申し上げまして、一般質問とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、和田哲議員の質問を打ち切ります。
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次に４番 土屋範晃議員の発言を許します。土屋議

員。

〔４番 土屋範晃 議員 登壇〕

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

先の通告にしたがいまして、令和６年12月定例会の

一般質問をいたします。私からは、大きく２つの項目

について質問いたします。

初めに、福原工業団地における除排雪体制について

であります。先の３月定例会において質問し、一斉除

排雪事業の実施や、新たな雪押し場の確保についてご

答弁をいただいたところであります。まもなく降雪期

にさしかかりますが、福原工業団地における一斉除排

雪事業の実施や新たな雪押し場の確保について、３月

定例会からの進捗状況を伺います。

次に、学校教育の実状と展望についてであります。

尾花沢市学校教育全体構想における英語教育の推進、

ＩＣＴ教育の推進、夢・志教育について、これらの目

的と取り組み状況、今後の展望について伺います。

以上、質問席からの質問とし、答弁を受けて自席よ

り再質問させていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

土屋議員からは大きく２つの質問をいただきました。

２つ目につきましては、教育委員会より答弁をいただ

きます。

初めに、福原工業団地における除排雪体制について

のご質問にお答えをいたします。現在、福原工業団地

内にある雪押し場は、工業団地内に立地する企業で組

織しておられる福栄会が借用している土地であり、既

に売買が成立して民間事業者の方が所有する２区画と、

本市土地開発公社が所有している未分譲地２区画の合

わせて４区画2.6haとなっております。３月定例会で

議員からご提案をいただきました、福原工業団地内で

の一斉除排雪の実施につきましては、福栄会の皆様に

お諮りいたしましたが、事業所の中に、事業所内に、

地内にですね、事業所の地内に、一時的とはいえ雪を

山のように積んでおくことは、企業のイメージ上、適

切ではないと回答を受けております。しかしながら、

団地内の雪対策は喫緊の課題でもありますので、引き

続き福栄会の皆様との話し合いを、これからも継続し

てまいりたいと考えております。

次に、新たな雪押し場の確保についてでありますが、

現在雪押し場として活用している民間事業者の土地に

ついては、社屋の建築も予定されておりますので、新

たな土地の確保が急務であると考えております。今後、

工業団地周辺の土地を調査した上で、雪押し場として

活用するだけではなく、例えば分譲地利用も視野に入

れた土地の確保についても、議員の皆さんのご意見も

伺いながら検討してまいりたいと考えております。

以上、私の答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

私からは学校教育の実状と展望についてのご質問に

お答えいたします。

今回の土屋議員のご質問については、本市学校教育

への応援であると捉えております。また、尾花沢市教

育委員会通信「輝け！おばねっ子」もご覧いただいて

いるようであり、深く感謝申し上げます。

さて、本市教育の指針である尾花沢こども未来ＰＬ

ＡＮは、尾花沢市教育大綱の基本目標、このリーフレ

ットにもあります「尾花沢の未来をひらく いのち輝

く 人間の育成」これを目指して、基礎学力育成、英

語教育推進、夢・志教育充実という３つの柱に基づき

整理したものであり、夢・志については、どんな職業

に就きたいに留まらず、自分はどんな人間になりたい

かといった生き方も含めたものと定義付けております。

初めに、英語教育の推進状況についてお答えします。

本市では、年３回の英語教育推進委員会を開催し、尾

花沢チャレンジ・イングリッシュプランを推進してお

りますが、３点の取り組みを紹介させていただきます。

１点目は、全ての小中学校に外国語指導助手であるＡ

ＬＴを配置しております。２点目は、英語授業力レベ

ルアップ交流会を実施し、小中連携で教員の指導力向

上を図っています。今年度は、英語教育の第一人者、

東京家政大学の太田洋先生をお招きして、授業を参観

していただくとともにご講義いただいております。３

点目は、英語検定料の助成です。令和５年度の中学生

の受検率は95％となっており、有効に活用いただいて

おります。昨年度より実施した小学生向けの英検ジュ

ニアも17名が受検しました。今年度も、先日行われた

のですが、28名が申し込んで、当日欠席１名あったん

ですけれども、27名が受検したところであります。児

童の英語に対する関心は高まってきているなというふ

うに捉えているところです。ほかにも、イングリッシ

ュ・キャンプや英会話スクールを実施することで、英

語力を身に付け、英語でコミュニケーションを図るこ

とのできる人材育成を目指しています。

令和6年12月5日本会議（一般質問）



続きまして、ＩＣＴ教育の充実に向けた機器や外部

人材の活用状況についてお答えいたします。ＧＩＧＡ

スクール構想により、１人１台端末、高速大容量ネッ

トワークが整備されました。数年前から、ＩＣＴ教育

推進委員会を核として、教員のＩＣＴ活用指導力及び

児童生徒の情報活用能力の育成を推進しているところ

でございます。また、ＩＣＴ活用事業業務委託により、

教員や児童生徒のＩＣＴ活用を支援しております。タ

ブレットの持ち帰り率の低さについては、確かに課題

となっておりますが、教科書にＱＲコードがついてお

り、タブレットで図や動画を見て理解を深める児童生

徒が増えてきております。また、より活用しやすい授

業支援アプリやデジタルドリルの活用により、ＩＣＴ

教育の推進を図っているところでございます。

続きまして、夢・志教育の実状についてお答えしま

す。本市では、これまでふるさと愛の醸成を目指し、

各学校で、知る・体験する・自ら動く体験活動の充実

が図られてきました。このこともあり、全国学力・学

習状況調査の地域への関心に係る児童生徒の肯定的回

答の割合は、全国平均よりも高い結果が続いておりま

す。昨年度からは先輩から学ぶキャリア教育、そして

Ｆ－Ｔスクールを実施し、さらなる充実を図っている

ところです。

最後に、今後の展望についてですが、尾花沢こども

未来ＰＬＡＮは３年計画としております。来年度に評

価検証をする予定です。そのため、小中学校の統合も

ありますが、引き続き教育大綱の「尾花沢の未来をひ

らく いのち輝く 人間の育成」を目指し、時代の潮

流を的確に捉えながら、目標の達成に向けて努めてい

く、そういった考えでございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

それでは引き続き、再質問をさせていただきます。

初めに、福原工業団地における除排雪体制についてで

あります。先ほどご答弁いただきました。早速、福栄

会さんのほうにお諮りいただきまして、ありがとうご

ざいます。一斉除排雪につきましては、効率的な方法

ではないかと思いまして、私も提案させていただいた

ところですが、福栄会さんのほうでは、一時的とはい

え、雪を山のように積んでおくことがイメージ上適切

でないということで、ご回答いただいたと答弁いただ

きました。こちらにつきましては、福栄会さんのご意

向が１番大事であると考えておりますので、実現の可

否も含めまして、今後続けられていく協議の中で、話

し合いの中で、最適な方法を考えていただきたいと考

えております。

一方、新たな雪押し場の確保についてでございます。

現在、雪押し場の確保が喫緊の急務であるということ

で、ご答弁をいただきました。こちらについては、私

もそのとおりであると考えております。そこで新たな

雪押し場の確保に向けて、今後具体的にどのような方

法で、いつごろ着手することを考えておられるか、現

時点で考えておられることを教えていただきたいと思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

まず新たな雪押し場の確保に向けての着手といいま

すか、今後のスケジュール的な件でございますけれど

も、まずあの場所の選定ですとか、あとそして用地の

測量ですとか、あと補償物件の調査など。あとはまた

１番大事なのが、地権者の意向なども考慮することが

１番大事だと考えております。そういったものを考慮

して、事業を進めていく必要があると思っております。

現在の工業団地に隣接いたします、その民地の部分に

つきましての所有者のほうの調査のほうも、させてい

ただいているところでございますけれども、来年の年

を越して２月には、令和７年度のいわゆる都市開発公

社の事業計画などについて話し合いをする、土地開発

公社の理事会なども予定しておりますので、まずその

理事会にて、雪押し場として活用できる新たな分譲地

の確保についてということで、まず話のほうをさせて

いただきながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知いたしました。早期の雪押し場の確保の実

現に向けて取り組んでいただきたいと思います。

続いての質問に移ります。学校教育の実状と展望に

ついてであります。こちらにつきましては、質問を考

えるにあたりまして、教育委員会さんのほうで発行さ

れている「輝け！おばねっ子」を読ませていただきま

した。毎回強力な情報発信をされておりまして、非常

に今の尾花沢の教育が分かる内容となっておりました。

大変参考になったところでございます。尾花沢市が今

抱えている状況としまして、少子化があるかと思いま

す。今後もその少子化が続いていくということが考え

られます。しかしながら、子どもが少人数であること
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というのは、教育を受ける子ども、彼らの立場から考

えてみますと、先生とのつながりが強くなったり、生

徒同士のつながりが強くなるなど、彼らが教育を受け

る際の強味になり得ると考えております。また、ＩＣ

Ｔを活用することによって、都市機能や施設、生涯学

習団体の有無等、地域における物理的な要件に起因す

る学習状況に、学習環境に捉われない学びが可能にな

ると考えております。小中学生のうちに、さまざまな

分野、音楽や芸術、スポーツ、仕事、著名人などと接

点を持つ機会を創出することによって、子どもたちが

夢や志を持つことを後押しできると考えております。

行政におきましては、学校や各家庭のほかに、その後

押しができる存在の１つであると考えております。子

どもたちがさまざまな接点を持つ上で、重要なツール

となってくるのが、英語のスキルやＩＣＴであると考

えております。そしてそこに、これまで以上に予算や

人材を投入することによって、市の取り組みをさらに

推進してほしいという思いのもと、再質問させていた

だきます。

まず、英語教育の推進についてであります。本市で

は、尾花沢市学校教育全体構想において、英語教育の

推進を掲げており、先ほどご答弁いただきました内容

のように、さまざまな取り組みを行っております。そ

こで英語検定の、英語検定に関する部分で教えていた

だきたいと思います。今回、受験率が95％と大変高い

受験率となっているということで、大変嬉しく思って

おりますが、中学校３年生の人数、それからその３年

生時点におきまして、英検３級の取得者、３級未満の

資格取得者、準２級以上の資格取得者について、教え

ていただける範囲でご答弁いただいきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えいたします。英検の取得者については、チャ

レンジする心を育成するという視点から、中学３年生

だけということではなく、そして合格者だけというこ

とではなく、そちらのほうは、控えさせていただけれ

ばと思います。中学校全体での受検者のみ説明させて

いただきます。昨年度、令和５年度は、中学生313人

のうち３級67名、これは全体の21.4％になります。４

級110名、全体の35.1％、そして５級、これは111名、

35.5％の受検となっております。なお中学３年卒業時

での英語力という点では３級になるわけなんですけれ

ども、準２級を受検した生徒は10名、3.2％、そして

２級受検した生徒は１人、居たところでございます。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

準２級や２級も受検された方がいるということで、

大変嬉しく思っております。英語検定の取得のメリッ

トにつきましては、令和５年度の「輝け！おばねっ

子」第15号でも紹介いただいておりますが、学力向上

や高校、大学入試、就職の際に有利になるといったも

のがあるとのことでございます。実際に大学入試にお

きましては、英検の資格を利用して、英語１科目と小

論文などで受験できる学校もございます。中学生のう

ちに高い検定に合格しておくことができれば、将来の

大きなアドバンテージにすることができると思います。

同年度のおばねっ子の第62号においては、国の目標が

中学３年生までに英検３級相当の英語力取得であるこ

とをご紹介いただいております。また今の答弁でも３

級程度ということでご答弁いただきました。本市の取

得状況、本市の受検の状況については、先ほどのご答

弁のとおり、３級67名、４級110名、５級111名、準２

級10名、２級１名とのことでございます。英語教育に

力を入れている本市におきましては、国の目標から一

歩進んだ準２級や２級の取得者を増やしていくことを、

ぜひ実現するような取り組みをしていただきたいと思

っております。そうした英語教育を推進することにつ

いて、現時点における考えや進める上での課題などが

あれば教えていただきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。上級者を増やすというふうな取り組

みと捉えさせていただければと思います。上級者を増

やすということも大事だなとは思っておりますが、ま

ず公教育ですので、基礎的な英語力を子どもたちに身

に付けるために、外国語教育の目標である外国語を用

いてコミュニケーションを図る資質能力の育成、これ

に努めて英語力の全体的な底上げを、先ほど説明させ

ていただきましたいろいろな形で、図っているところ

でございます。ただその上で、上級者に対してという

ふうなことで、先ほど説明しましたチャレンジ検定、

このことに加えまして、ＡＬＴ３名、普段は１つの学

校に１人ずつ行っているわけなんですが、１日３名を

学校に派遣するスペシャルデーというふうな日もござ

います。また、小学生を対象としたイングリッシュキ

ャンプ、そして中学生と一般の方を対象とした英会話
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スクール、今月も12月14日に予定なるんですけれども、

既存の取り組みの充実を図っていこうかなというふう

に思っているところです。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知いたしました。まずさまざまな取り組みに

よって、子どもたち自身が英語に興味を持っていただ

いて、学びたくなるような環境を作っていただきたい

と思っております。各学校の図書室におきまして、例

えば英検のテキストや単語集などは蔵書されておりま

すでしょうか。また、いるとすれば、英検準２級以上

の書籍について、蔵書されているでしょうか。お伺い

します。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。３級までのテキスト及び準２級以上

のテキストなどは、中学校にのみ整備されているとい

う状況です。ただ、小学校にも図書館に英語の絵本、

図鑑、そしてＣＤ付きの楽しい英会話などが整備され

ております。自ら英語に親しむことのできる環境整備

が可能な範囲で進められているものと思っております。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知いたしました。各家庭で、例えば単語帳ですと

か過去問、ＣＤなど受検に必要なセット全て揃えます

と、だいたい6,000円から8,000円程度必要になるかと

思います。今ご答弁いただきましたように、中学校の

図書室におかれましては、準２級以上のテキストも配

置されているということで、さまざまな取り組みによ

って、子どもたち自身が自ら学びたいという意欲が高

まった時に、じゃあやってみようとチャレンジできる

そのテキストが置いてあることで、そういった環境も

整えられているということで承知いたしました。ぜひ

たくさんの方が上を目指して勉強されるような取り組

みにつながっていければいいなと思っております。

続きまして、ＩＣＴ教育の推進について再質問させ

ていただきます。尾花沢市学校教育全体構想において、

ＩＣＴ教育の推進が掲げられております。ＩＣＴ機器

等の活用状況につきましては、令和６年度の第39号の

「輝け！おばねっ子」において、全国学力学習状況調

査のうちの児童生徒質問紙の結果として、中学校にお

ける授業中のタブレット活用が、全国平均に比べて低

いということをお示しいただいております。例えば授

業中のタブレット活用、週１回以上が中学生で全国平

均に比べてマイナス18.3ポイント、週３回以上でマイ

ナス45.7ポイント、ほぼ毎日というところでマイナス

29.0ポイントということで、ご紹介されております。

これを受けまして、ＩＣＴのタブレットの活用という

のが非常に今後、重要なポイントになってくるのかな

と考えております。アメリカ国立訓練研究所による学

習方法と平均学習定着率の関係を表したラーニングピ

ラミッドというものがございます。こちらのラーニン

グピラミッドによりますと、動画や音声などによる視

聴覚情報が、学習定着率の点で、講義を受講すること

や読書をすることよりも、さらに効率の高い学習を行

えるということが示されております。タブレットの活

用は、まさにこの視聴覚情報につながってくるもので

もあり、さらにそこからさらに効率の良い、デモンス

トレーションやグループ討論、ほかの人に教えるとい

ったアクティブラーニングへつながる足掛かりとして

も有効であると思われます。本市の全体構想のとおり、

ぜひタブレット等の機器を積極的にご活用いただき、

市内の子どもたちの学力向上を進めていただきたいと

思っておりますが、授業中にタブレットを活用するこ

とへの課題と、今後の方針について教えていただきた

いと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。確かに授業中にタブレットを活用す

ること、非常に学力向上に大きなメリットがあるとい

うふうに捉えております。そういったことをＩＣＴ教

育推進委員会などで、こんな取り組みありますよとい

うことで、先生方がその指導のために使えるような形

で広めているところであります。ただ、デメリットも

あるかなというふうに捉えております。ＩＣＴを使う

ことが目標ではありませんので、学力を効果的に効率

的に付けるためには、アナログとデジタルのそれぞれ

の良さをハイブリッドで使っていくこと、そういった

ことが大事になってくるかなと思いますので、課題は

そういった手段が目的化せずに、どういった形が有効

であるのかということを探りながら、指導に活用して

いくということが、今後もずっと研究していかなけれ

ばいけないことなのかなと思っております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。
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◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知いたしました。１番の目標はやはり学力向

上でございますので、ＩＣＴのこのタブレットにつき

ましても１つのツールとして、どういった活用が最も

ふさわしいのかということを、今後試行錯誤しながら

取り組んでいただきたいと思います。小中学生のタブ

レットにつきましては、各家庭へ持ち帰ることや、自

宅のＷi－Ｆiにつなぐなどして利用することが可能で

あると記憶しております。デジタルによる宿題の提出

やアンケート等での利用のほか、児童生徒の授業外、

家庭におけるタブレットの活用状況について把握され

ていれば、どのような状況か教えていただきたいと思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。家庭での活用につきましては、第２

回に、第２回ＩＣＴ教育推進委員会で報告を受けた実

践について紹介させていただければと思います。デジ

タルによる宿題提出につきましては、授業支援アプリ

で課題を配付して音読練習をさせたり、そして授業内

容を整理してまとめさせたりという実践が報告されて

おります。デジタルドリルを宿題としている学校さん

もあるようです。しかし、先ほどご指摘ありました授

業での活用に加え、家庭学習での活用という点は、ま

だまだ試行錯誤を続けているというふうな状況になっ

ております。またアンケートなどでの利用も報告をさ

れております。国語や道徳などで問いに対して、自分

の考えの程度を直線上で、こう「自分はこの辺だ」と

いうふうに表示できるポジショニングという機能があ

るんですけれども、それを活用している学校さんが増

えてきております。また児童会、生徒会でアンケート

を実施する際や、保護者対象の学校アンケートなどを

実施する際に、Ｇｏｏｇｌｅフォームを活用している

学校も出てきているというふうなことが報告受けてお

ります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知しました。さまざまな事例があるというこ

とでご紹介をいただきました。ぜひその中から尾花沢

市でも取り入れられそうなもの、効率的だなと、効果

的だなと判断されるものがございましたら、積極的に

取り入れていただきたいと思っております。

次に夢・志教育について、ＩＣＴとも関連してくる

ところでございます。令和６年度の第39号の「輝け！

おばねっ子」において、全国学力学習状況調査のうち

の児童生徒質問紙の結果として、将来の夢や目標を持

っている小学生が全国平均よりも低いということをお

示しいただいております。小学生や中学生のうちに、

さまざまな分野や世界と接点を持つことで、子どもが

夢や目標を持つことを支援できるのではないかと考え

ております。本市ではご答弁にもございましたＦ－Ｔ

スクールの取り組みや、職業体験なども実施しており

ますが、そこにＩＣＴの活用というところを加えて、

さまざまな分野や世界と接点を持つ機会を創出する上

で、非常に有効な手段になり得ると考えております。

これまでの取り組みに加えまして、今後ＩＣＴの活用

などを、子どもたちが夢や志を持つことを支援する策

として、どのようなものが考えておられるか伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。キャリア教育、これは文部科学省で

は、そのキャリア教育を通じて育成すべき能力を基礎

的汎用的能力として４つ掲げています。１つ目が、人

間関係形成、社会形成能力、そして２つ目が自己理解、

自己管理能力、そして３つ目が課題対応能力、そして

４つ目、今お話あったことと関連すると思いますが、

キャリアプランニング能力というふうな４つで示され

ております。本市におきましては、夢・志教育で、地

域のさまざまな人々と関わることを通して、子どもた

ち一人ひとりが、自分はまずどういう特徴があるのか、

どういう自分は何たるかということを追求しながら、

自己の能力を活かした人生設計を図るとともに、地域

や社会にどう貢献していくかを考えることのできる子

どもたちの育成を目指しております。この目標の達成

においてですね、ＩＣＴがどういうふうに関連付いて

くるかというのは、こちらのほうも今後検討していく

ことになるのですが、やはり離れていてもつながるこ

とができる、そういったところが大きな利点だと思い

ますので、どうしても外国の人とかという遠いところ

に目がいきがちなんですけれども、例えば地域の先生

のご都合が悪いと、でもＩＣＴで関わることができる

なんていう時は、ＩＣＴでオンラインでやり取りでき

る。もしくは今後交流が大事になってくると思います。

小中学校の児童会、生徒会等の取り組みをオンライン

で気軽に実施できるなどといった形で使うことができ

ないかなというふうに検討しているところです。以上

です。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知いたしました。これまでに発行されております

「輝け！おばねっ子」においても、なぜ学ぶのかとい

うことを、度々テーマとして取り上げられております。

自分の夢や目標を達成するためにはどのような手順が

必要なのか、今何を頑張ればいいのかを明確にするこ

とで、それぞれにとってのなぜ学ぶのかが形成されて、

子どもたちの授業へ取り組む姿勢の変化や、学習時間

が延びることにつながっていくのではないかと考えて

おります。

市内の子どもたちの明るい未来を願いまして、私か

らも１つご提案させていただきたいと思います。すぐ

に情報検索すれば、答えというか、情報が手に取るこ

とができるというタブレット、ＩＣＴの技術を活用し

まして、例えば子どもたちの持っている将来の夢や、

まだ夢を持っていないない子どもたちにおきましては、

特定の職業に就くということを想定して、それを実現

するためにどのような方法や手段、どのような能力、

スキルが必要なのかということを、それらＩＣＴ、タ

ブレットを利用して調べ学習を行ってみてはいかがで

しょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君）

お答えします。議員仰った、提案いただいた内容に

つきましては、主に中学校における特別活動、学級活

動の中で、自分の将来を考えるということで扱われて

いる内容です。総合的な学習の時間というのもあるん

ですが、それと関連付けながら進路を考える学習が行

われております。その中で、やはり昨今、タブレット

で調べてみてなんていう機会は、いろいろあるという

ふうに学校からは報告を受けております。ぜひそうい

ったご提案を受けまして、有効にＩＣＴを活用しなが

ら、今までは知り得なかった情報もですね、知ること

で子どもたちの世界がどんどん広がっていくと思いま

すので、ぜひ参考にさせていただければと思います。

ありがとうございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知いたしました。ぜひそういった取り組みに

ついても実現していただければいいなと思っておりま

す。例えば夢を持っていない子どもであれば、自分の

お父さんやお母さんがどんな努力をして、どんなふう

に頑張って、今その仕事に就いているのかということ

を、親子で共有できる機会も生まれるのではないかと

考えております。これからも予算や人材を積極的に教

育の現場に投入していただくとともに、新たな取り組

みの実施など、工夫を図っていただきまして、子ども

たちの今と未来を輝かせる教育を実現していただきた

いと思います。

以上で12月定例会における私の一般質問を終わりま

す。ご答弁ありがとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、土屋範晃議員の質問を打ち切ります。

本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。

散 会 午後２時34分
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